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株式会社道家経営･法務事務所
代表取締役・中小企業診断士

道家 睦明

補助金の活用について

2025年4月25日現在の情報で記載しています。
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p.1

代表的な補助金
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p.2
代表的な補助金 ～全国 ( )内は、略称

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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p.3
代表的な補助金 ～岐阜県 岐阜県の補助金･助成金 (岐阜県産業経済振興センター)

https://www.gpc-gifu.or.jp/index.asp

令和7年度「小規模事業者パワーアップ応援補助金」

[概要] 稼ぐ力の強化に取り組む小規模事業者への支援
・売上増加につながる事業規模拡大や事業転換等に意欲的に取り組む小規模事業者に対し、経費の一部を補助
・特に、マイクロワーク（超時短勤務）など「新たな働く環境づくり」に取り組む事業者を重点的に支援※業務を細分化すること
により短時間の就労を可能とするもの

[補助対象者]
県内に主たる事務所を有する小規模事業者

[補助対象事業]
売上・利益増加により持続的な賃上げに繋がる「稼ぐ力」の強化に向けた事業規模拡大・業態転換などに取
り組む事業

[補助率/補助上限額] (案段階)
①「一般枠」  上限100万円 補助率1/2
②「働いてもらい方改革枠」  上限250万円 補助率2/3

(②のみ:「新たな働く環境づくり」に要する経費:10/10)

[スケジュール] (案段階)
募集期間:5月7日～6月6日 (商工会/商工会議所へは5月30日締切)

実施期間:7月中旬以降から1月9日まで。実績報告:1月16日まで

[働いてもらい方改革枠] (案段階)
• 持続的な賃上げにつながる「事業規模拡大または業態転換」に取り組むものであること
• 加えて、「新たな働く環境づくり」を導入する場合は、経営計画においてその取組を明記し、補助事業完了日までにその取

組みを導入し、実績報告書に明記する。
• また、県のホームページ等での成果公表を可とすることが条件。
なお、 「新たな働く環境づくり」の導入は、本補助事業で行う「事業規模拡大または業態転換」の業務部分に限定したものではなく、事業
者の既存事業全体や補助事業とは関係のない業務等での導入も可とする。

※「新たな働く環境づくり」:子育て中の男女、高齢者、障がいのある方等が働きやすい「マイクロワーク(超時
短勤務;業務を細分化することにより短時間の就労を可能とするもの)」、勤務時間を固定しないフレックス
タイム、ワークシェアリング、多能工化の導入など。
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p.4
代表的な補助金 ～愛知県

小規模事業者経営革新支援事業費補助金（経営革新支援補助金）

公募期間 2025年4月中～下旬から6月中旬まで (詳細は、ホームページにて発表)

補助対象者
以下の要件等をすべてを満たす小規模事業者

ア 愛知県内に本社又は主たる事業所を有すること。
イ 愛知県知事から経営革新計画の承認を受けていること。

補助対象事業

中小企業等経営強化法に基づき、県から承認を受けた経営革新計画に従って、当該年度に実施さ
れる事業

＜補助対象となり得る事例＞

・新たな商品の開発及び試作品の製造
・新たな販売促進用ＰＲ（マスコミ媒体での広告、Webサイトでの広告）
・商談会・見本市への出展
・新商品パッケージ（包装）デザイン
・自社サイト内でのネット販売システムの構築 など

補助率 2／3

補助金上限額 100万円

補助対象期間 交付決定日から2026年2月28日（土曜日）まで

対象経費 補助対象事業の期間中において、補助対象事業に関して支出した経費。

ホームページ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/keieikakushinhojokin.html

愛知県の補助金･助成金 (あいち産業振興機構)
https://www.aibsc.jp/joho/joseikin/country/index.html
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p.5
代表的な補助金 ～愛知県

中小企業デジタル化・ＤＸ支援補助金

公募期間 2025年4月1日（火曜日）から6月11日（水曜日） 午後5時まで

補助対象者
「あいち産業ＤＸ推進コンソーシアム」に加入している県内に事業所を持つ中小企業、小規模企業
者

「あいち産業ＤＸ推進コンソーシアム」→https://dx-consortium.aibsc.jp/

補助対象事業

生産管理、仕入・在庫管理、販売・顧客管理、バックオフィス業務（財務会計・人事等）における、以下
の取組

Ａ
デジタル技術を活用した業務プロセスや生産プロセスの可視化・課題認識のためのコンサル
ティング

Ｂ 生産性向上や省力化のためのデジタルツール導入

Ｃ 既存システムの改修や新システムの構築

補助率 中小企業：1／2以内、小規模企業者：2／3以内

限度額 200万円以下

補助対象期間 交付決定日から2026年2月28日（土曜日）まで

対象経費

A 課題解決のためのコンサルティング費用

B

デジタルツールの利用に係る初期費用およびサービス利用料

デジタルツール導入に要する機械装置費

デジタルツール導入の委託及び外注に要する費用

C システムの改修又は構築に要する費用 

ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-pref-iot/digital-dx-support-
grants2025.html

愛知県の補助金･助成金 (あいち産業振興機構)
https://www.aibsc.jp/joho/joseikin/country/index.html
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p.6
代表的な補助金 ～三重県

三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金

公募期間
第1期 2025年3月4日（火曜日）から4月10日（木曜日）まで
第2期 2025年6月上旬に募集開始予定

補助対象者

三重県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等（三重県版経営向上計画の認定申請を
行うことができる者）で、エネルギー価格等高騰の影響を緩和する生産性向上や業態転換の取組
を実施することで、従業員の賃金引き上げ等につなげようとする者。
※賃金引き上げは必須要件ではありませんが、事業実施期間内に、従業員の賃金引き上げに取り
組む事業者(「賃金引き上げ計画書」を提出する事業者)に対しては加点措置を行います。※賃金引き

上げ対象の「従業員」とは、「常時使用する従業員」で、日雇労働者及び他の労働者と比較して労働日数や労働時間が短いパー
トタイム労働者等は含まれません。また、労働を目的として雇用しない外国人技能実習生等も含まれません。

補助対象事業

エネルギー価格等高騰の影響を緩和し、生産性向上や業態転換を図るために実施する以下の経営
向上の取組

(1)省エネルギー機器や完全事業消費用再生可能エネルギー装置の導入による生産性向上
(2)省力化・作業効率化・生産能力増強等のための設備導入やＤＸの導入による生産性向上
(3)サプライチェーンの強靭化のための部素材の内製化、製造工程の見直し等の事業再構築
(4)需要が見込める分野にシフトして収益の柱を作る事業再構築
(5)新商品・新サービスの開発、新事業の立ち上げ等による事業再構築
(6)新たな需要が見込める既存商品のブランド力強化や新たな顧客層の掘り起こしにつなげる販路開拓
(7)その他エネルギー価格等の高騰に対応するための取組

補助率 1／2以内

限度額 ５０万円（下限）から２００万円（上限）まで

補助対象期間 交付決定日(令和７年５月下旬(予定)～令和７年10月31日(金)

対象経費 広報費、展示会等出展費、開発費、借料、機械装置等費、外注費 など

ホームページ https://www.miesc.or.jp/support/contents/1１９３/

三重県の補助金･助成金 (三重県産業支援センター)
https://www.miesc.or.jp/support/subsidy/
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p.7

考えられませんか?

どんな補助金が該当しそうか?

Q. これまでの事業とは別に、新しい事業の柱をつ
くりたいと考えていますか?

Q. 革新的な製品やサービスを開発したいと
考えていますか?

Q.現在の事業をデジタル化して、効率化を図ったり、
新しいサービスを実現したいと考えていますか?

Q.最近、事業を引き継いだり、この1年間に
事業を引き継ぐ予定がありますか(M&A含)?

事業再構築補助金

ものづくり
補助金

小規模事業者
持続化補助金

Q.新規のお客様を獲得したり、客単価などを上げる
販売活動を考えていますか?(小規模事業者限定)

中小企業省力化投資
補助金

省エネ補助金

事業承継・
M&A補助金

ス
タ
ー
ト

Q.設備や機械などの導入・更新(置き替え)を
考えていますか?

No

Yes

考えられませんか?

補助金の対象が違えば、同じ年度内に
別の補助金も申請することも可能です。

こ
の
他
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
補
助
金
が
あ
り
ま
す

IT導入補助金

新事業進出
促進補助金

成長加速化補助金

Q.売上高100億円を目指した、
新しい設備投資を考えていますか?

全国版(代表的なもののみ)
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p.8
代表的な補助金の公募スケジュール 2025年4月25日現在

2025年
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年

1月

持続化補助金
3/4

第17回
公募要領公開

5/1
第17回
申請開始

6/13
第17回
申請締切

事業再構築補助金
1/10

第13回
公募開始

3/26
第13回
申請締切

以降、募集なし

新事業進出促進補助金
4/22
第1回

公募開始

6/中旬
第1回

応募受付開始

7/10
第1回

公募締切

ものづくり補助金
2/14
19次

公募開始

4/11
19次

電子申請開始

4/25
19次

申請締切
20次

公募開始

7/1
20次

電子申請開始
7/25
20次

申請締切
7/下旬
19次

採択発表

10/下旬
採択発表

成長加速化補助金
第1次

公募要領
公開

5/8
第１次

受付開始

6/9
第１次
締切

7/上旬
第１次審査
結果公表

7/下～8/下

プレゼン
審査

9/上旬
採択

結果公表

IT導入
補助金

通常枠

2/28～
ITツール
登録申請

3/31～
IT支援事業
者登録申請

5/12
1次締切

6/16
2次締切
6/18

1次交付決定

7/18
3次締切
7/24

2次交付決定

9/2
3次交付決定

セキュリティ対策
推進枠

5/12
1次締切

6/16
2次締切
6/18

1次交付決定

7/18
3次締切
7/24

2次交付決定

9/2
3次交付決定

インボイス枠（イン
ボイス対応類型）

5/12
1次締切

6/16
2次締切
6/18

1次交付決定

7/18
3次締切
7/24

2次交付決定

9/2
3次交付決定

インボイス枠（電子
取引類型）

5/12
1次締切

6/16
2次締切
6/18

1次交付決定

7/18
3次締切
7/24

2次交付決定

9/2
3次交付決定

複数社連携IT導入
枠

6/16
1次締切

7/24
1次交付決定

省力化投資補助金 (カタログ型)
 随時受付中

(一般型)
3/19

1次申請開始
3/31

1次申請締切

(一般型)
4/25

2次申請開始

(一般型)
5/30

2次申請締切

(一般型)
6/中旬

1次採択発表

(一般型)
8/中旬

2次採択発表

省エネ補助金
3/31

一次公募開始
4/28

一次公募締切

6/上旬
二次公募開始

6/中旬
一次交付決定

7/上旬
二次公募締切

8/中旬
三次公募開始

9/下旬
三次公募締切

11/中旬
三次交付決定

～1/31まで
事業期間

事業承継・M&A補助金
専門家活用枠

11次公募
暫定公募要領公開

[未発表]
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p.9
代表的な補助金の公募スケジュール 2024年度

2024年

3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2025年

1月
2月 3月

持続化補助金
3/14

第15回
申請締切

5/27
第16回
申請締切

補正予算による公募開始見込み

事業再構築補助金
7/26
第12回
申請締切

1/10
第13回
公募開始

3/26
第13回
申請締切

ものづくり補助金
3/27
第18次

締切

(第１８次能登半
島地震対策枠

5/9締切)
補正予算による公募開始見込み

IT導入補助
金

通常枠
3/15

1次締切
4/15

2次締切
5/20

3次締切
6/19

4次締切
7/19

5次締切
8/23

6次締切

10/15
7次締切
(最終回)

補正予算による公募開始見込み

セキュリティ対
策推進枠

3/15
1次締切

4/15
2次締切

5/20
3次締切

6/19
4次締切

7/19
5次締切

8/23
6次締切

10/15
7次締切
(最終回)

インボイス枠（イ
ンボイス対応類

型）

3/15
1次締切
3/29

2次締切

4/15
3次締切
4/30

4次締切

5/20
5次締切

6/3
6次締切
6/19

7次締切

7/3
8次締切
7/19

9次締切

8/2
10次締切

8/23
11次締切

10/15
12次締切
(最終回)

インボイス枠（電
子取引類型）

3/15
1次締切

4/15
2次締切

5/20
3次締切

6/19
4次締切

7/19
5次締切

8/23
6次締切

10/15
7次締切
(最終回)

複数社連携IT導
入枠

4/15
1次締切

6/19
2次締切

8/23
3次締切

10/15
4次締切
(最終回)

省力化投資補助金
7/19

第１回締切

省エネ補助金
3/27

1次公募
開始

4/22
1次公募

締切

5/27
2次公募

開始

7/1
2次公募

締切

公募開始見
込み

事業承継・引継ぎ補助金
4/30

9次公募
締切

7/31
10次公募締切
(専門家活用枠

のみ)

補正予算による公募開始見込み

8/9日～応募交付申請は随時受付。→採択・交付決定:概ね1～2ヶ月程度

災害支援枠（令和6年能登半島地震）1次公募締切：2024年2月29日、2次公募締切：
2024年4月26日、3次公募締切：2024年7月5日、4次公募締切：2024年8月19日、
5次公募締切：2024年8月19日～10月7日
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補助金等の支援策の最新情報 ～ 中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/index.html
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補助金等の支援策のパンフレット ～ 中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/support.html
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補助金等の検索 「J-Net21 支援情報ヘッドライン」

https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/
補助金・助成金、融資・貸付、税制、出資 も検索可能
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補助金制度の概要

※「補助金」と「助成金」の違い ～厳密には運用されていない～
「補助金」は、経済産業省系の施策に多く、国や地方公共団体が示
す、申請を出しても採択されないと受け取れない場合があります。
「助成金」は、厚生労働省系や税制の施策に多く、受給要件に満た
していれば原則だれでも受け取ることができます。
一部では、助成金という言葉の入っている「補助金」もあります。
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補助金の制度とは

①いろいろと新しいことを
やりたいけど、

お金がかかるなぁ～。

②どんなことをやろうと
しているんですか?

計画を見せてください!

③そういうことなら、
一部を補助しましょう!

④がんばって、
やってみてください!

⑥それで儲かったら、
税金という形で

貢献してくださいね!

頑張ろうとしている
事業者(会社等)を、

今、応援していますよ!

公募、条件

補助対象
補助金上限
補助率

申請→採択

⑤ちゃんとやりましたか?
では、補助しますね!

報告→補助

国、県、市町村、その他

企業、個人事業者

計画、申請

【認定経営革新等支援機関】
商工・商工会議所・金融機関
税理士・中小企業診断士等

都道府県/市町村の産業支援センター

機械設備関係会社
ITベンダー

各種サポート会社

提案
納入

計画策定
申請等支援

金融支援

金融機関ほか
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④計画を実行!

計画の

実施

経営計画と補助金申請の関係

経営
計画

(事業計画)

一部の事業を
こうしていきたい!

③申請書をつくり申請する

経営全体を
こうしていきたい!

②補助金を探す①経営計画(事業計画)をつくる

補助金申請で
支援をもらいたい!計画の一部を

支援して欲しい!
適切な補助金は

ないかなぁ?

採択→補助対象

補助して
もらいたい
事業の計画

=補助金
申請書
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経営計画の大枠の考え方と、補助金の関係

今後の
「強み」

今後の
「追い風」
(機会)

今後の
「向かい風」

(脅威)

周囲の
「追い風」
(機会)

周囲の
「向かい風」

(脅威)

自社の
他にない
「強み」

自社の
「弱み」

方向性

具体的なプラン

今後の
目標

現在

自社の
体制・特徴

[補助金]
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経営計画の大枠の考え方と、補助金の関係

今後の
「強み」

今後の
「追い風」
(機会)

今後の
「向かい風」

(脅威)

周囲の
「追い風」
(機会)

周囲の
「向かい風」

(脅威)

自社の
他にない
「強み」

自社の
「弱み」

方向性

具体的なプラン

今後の目標

自社の
体制・特徴

①
最近、こんないい
動きがあるなぁ～

• 経済環境は?
• 社会状況は?
• 技術動向は?
• 規制や制度は?

• 競合/新規参入は?
• 選ばれる基準は?

• 経済環境は?
• 社会状況は?
• 技術動向は?
• 規制や制度は?

• 競合/新規参入は?
• 選ばれる基準は?

②
これから、

こうなりそうだな!

• 経済環境は?
• 社会状況は?
• 技術動向は?
• 規制や制度は?

③
うちは、

このような形で
やっている!

• どんなステップで実現しているか?
• 仕入れ先は?
• 外注先は?
• お客様に、何を提供している?

④
他社と違うのは

何かな?

• ステップごとに特徴は?
• 仕入先を選んでいる理由は?
• 外注先を選ぶ理由は?
• お客様はなぜ自社を選んでいるか?

④’
これからの

強みになるかも!

⑤
こうなって

いきたいよね!

• 何を
• いつまでに
• だれが
• どれくらいまで やるか?

⑥
だったら、

こうやっていこう!

• どのように、言われたいか?
• どんな姿が良いのか?

④”
とはいってもなぁ～

①’
最近、よくない

動きがあるなぁ～

②’
これから、

こうなっちゃう
なぁ…

• 経済環境は?
• 社会状況は?
• 技術動向は?
• 規制や制度は?

[補助金]
ここを手助けして
もらえたらなぁ～

• 何に?
• どれだけ?
• なぜ必要か?
• どんな効果が期待できる?

• いまの強みは使える?
• 今後の目標にむけて作って

いく強みは?
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補助金4つのポイント

①それぞれの補助金ごとに目的と仕組みがある。
– 補助金は、さまざまな政策ごとに、いろいろなジャンルで募集されてい

ます。

– それぞれの補助金の「目的・趣旨」といった特徴をつかんで、事業とマッ
チする補助金を見つけましょう。

②補助を受けられるのは事業の一部の費用。
– 必ずしもすべての経費が交付される訳ではありません。

– 事前に募集要項等で補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを
確認しましょう。

③補助の有無やその額については審査がある。
– 補助の有無・補助金額は「事前の審査」(採択)と「事後の検査」によって

決定します。審査には「申請」が必要です。ポイントをわかりやすくまと
めて申請しましょう 。

④補助金は後払い。

– 補助金は後払い(精算払い)です。事業を実施した後に報告書等の必要
書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができます。

– 一度は支払う必要があるので、資金繰りも確認しておきましょう。
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自己
負担

(融資)

補助金の補助率と上限

②補助金上限

新しい
ことに
かかる
費用

[計画]

①
補助率 補助

金額

例:
補助率1/2
補助金額上限1,000万円
という補助金の場合...

(1)
計画している費用:3,000万円
補助金は1,000万円

(2)
計画している費用:2,000万円
補助金は1,000万円

(3)
計画している費用:600万円
補助金は300万円
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補助金の流れ

知る 申請する 審査される 採択される 交付される

実施する 報告する 検査される 確定される 請求する 入金される

申請書類
添付書類

【認定経営革新等支援機関】
商工会・商工会議所、税理士、金融機関、中小企業診断士等

支援

支援

経営計画→事業の計画
その中で必要な補助事業の計画

採択発表
(選ばれましたよ!)

交付決定
(実施してもいいですよ!)

補助金入金
(補助金入金
しますよ!)

必要なら”つなぎ融資”(金融機関)

【金融支援】 金融機関など

仕様決定
見積依頼
見積書受領
相見積書受領
発注先決定

実施写真等撮影
納品書/工事完了届受領
検収
請求書受領
支払(口座振替)
実績報告書提出

補助金請求書
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小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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小規模事業者持続化補助金 ①概要

商工会・商工会議所等と一体となって
経営計画を作成し、

当該計画に基づいて行う
販路開拓等の取組を支援。

「小規模事業者」とは:
・商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数 ５人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下
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小規模事業者持続化補助金  ①概要

型 枠 要件 補助上限 補助率 対象経費

一
般
型

通常枠
経営計画を作成し販路開拓
等に取り組む小規模事業者 50万円 2/3 機械装置等費、広報費、ウェ

ブサイト関連費、展示会等出
展費（オンラインによる展示会・

商談会等を含む）、旅費、開発
費、資料購入費、借料、設備
処分費、委託・外注費（税理士

等への相談・コンサルティング費

用など）～①

インボイス
特例

免税事業者から 課税事業者
に転換

100万円 2/3

賃金引上げ
特例

事業場内最低賃金を 50円
以上引き上げる小規模事業

者
200万円

2/3
(赤字事業者は

３/４)

災害支援枠
令和6年能登半島地震等にお

ける被災小規模事業者
直接被害：200万円
間接被害：100万円

定額、２/３ ①+車両購入費

創業型

産業競争力強化法に基づく
「認定市区町村による特定創
業支援等事業の支援」(創業
塾等)を受けた小規模事業者

200万円
※インボイス特例は
50万円上乗せ適用

2/3

①と同様

「特定創業支援等事業による支援(創業塾等)」を
受けた日および開業日（設立年月日）が公募締切

時から起算して過去３か年の間であること。

共同・協業型

地域に根付いた企業の販路開拓を支
援する機関が地域振興等機関となり、
参画事業者である１０以上の小規模事

業者の販路開拓を支援

5,000万円

• 地域振興等機関
に係る経費：定額

• 参画事業者に係
る経費：２／３

• 地域振興等機関・・・人件費、委員
等謝金、旅費、会議費、消耗品・備
品費、通信運搬費、印刷製本費、
雑役務費、委託・外注費、水道光
熱費

• 参画事業者・・・旅費、借料、設営・
設計費、展示会等出展費、保険料、
広報費

ビジネス
コミュニティ型

商工会・商工会議所の内部組織等（青
年部、女性部等）

50万円、
２以上の補助対象者が共同
で実施する場合:100万円

定額

専門家謝金、専門家旅費、旅費、資
料作成費、借料、雑役務費、広報費、
委託費



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.24
小規模事業者持続化補助金の採択例

業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食店

バースディケーキやクリスマスケーキなどにお客様の好きな写真や絵を、
可食シートを使って印刷できるサービスを提供するために、フードプリン
ターを購入。他店との差別化を行うとともに新規顧客の獲得により業績向
上を図った。

フードプリンター

総合工事
業

公共工事への偏りという経営課題解消の為に、小規模工事民間需要者を
ターゲットにした活動を展開するため、施工実績や強みを掲載したwebサ
イト構築、インターネット広告、Facebookページ製作した。社内運営やノウ
ハウ蓄積の為に専門家指導による若手人材育成も実施した。

webサイト構築、インター
ネット広告、Facebook
ページ製作

自動車整
備業

定期的来店の頻度を高め、商品の販路を開拓するとともに作業効率の向
上と安全性の確保のために、車両を素早く持ち上げることが出来るトータ
スリフトを導入。作業効率が上がることにより新たな顧客獲得だけでなく、
顧客満足度向上にも繋げ、売上増加かつ経営の安定化を目指す。

トータスリフト

自動車整
備業

事業用車両整備のお客さまを獲得するため、大型車両用リフト（２柱リフト）
を導入し、一般車両はもとより建設・一般事業所用のトラックも受入整備が
可能となる体制を整えた。

大型車両用リフト（２柱リフ
ト）

洗濯・理
容・美容・
浴場業

20～40代の新規顧客を獲得するために、炭酸ヘッドスパを導入。チラシ
のポスティングのほか、無料体験による集客を試みた。

ヘッドスパ機器、チラシ配
布

運輸に附
帯する
サービス
業

個人の土地オーナーや、スーパーマーケット等の集客施設向けに、洗車機販
売、洗車場経営支援を販売拡大していくために、洗車場運営をパッケージ
化し、土地オーナーの手を煩わせずに運営をできるような体制を構築。そ
のための専用のＷＥＢページを立ち上げ、チラシ・パンフレットを作成し、個
別の営業活動に利用して、洗車機導入、洗車場経営を提案し販売。

専用のＷＥＢページを立ち
上げ、チラシ・パンフレット
を作成
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小規模事業者持続化補助金の採択例

業種 何を実現するために 何に活用したか

洗濯・理
容・美容・
浴場業

それまで外注に頼っていた衣類等のリペア（修理）を本店工場で行うことで、
納期の短縮とプライスダウンを図り、サービスの向上に繋げるために、種類
の異なる３台の業務用ミシンを導入し、リペアサービス告知用のスタンド看
板を作成し、来店されたお客様にＰＲを行う。また、リペアサービスの情報を
掲載した。ニューズレターを各店頭及びＤＭで配布し、新規顧客の創出と既
存顧客のリピート率アップを図る。

業務用ミシン、スタンド看
板、ニュースレター

総合工事
業

自動車愛好家をターゲットとしたガレージハウス（自宅の一階部分に車用
のガレージを設けた家）のサービスを開始するために、モデルルームを自社
敷地内に設置した。広告活動として、ガレージハウスやＤＩＹサポートに関す
る看板設置と佐伯市内向け集合広告への出稿を行った。

ガレージハウス、看板、集
合広告

金属製品
製造業

一般個人・小規模事 業者等からの手工芸品、芸術作品などに必要とされ
るネジ部品から競技用自転車、旧車の部品等一点物の受注をめざすために、
個人向けオーダーメイド製品受注サイトを開設すると共に、自社のロゴマー
クも開発。

個人向け受注サイト、企業
ロゴマーク開発

総合工事
業

新築購入需要のある新規の若いファミリー層の獲得を図るため、新たに作
成した会社ロゴマークで、会社看板と車輌ロゴステッカーを設置、また感謝
祭イベントを自社敷地内にて行い、事業内容の認知度及びイメージの向上
を図った。

企業ロゴマーク開発、看板、
ステッカー、イベント

食料品製
造業

おかずの移動販売による新規販路拡大のため、移動販売車両にマイク及び
スピーカーを取り付け、移動販売の際の周知に利用。車両荷台部分のクー
ラーボックス化を行い、商品の傷み・色落ちを防ぐ効果や、夏季の高温対策、
衛生面の対策に役立て、かつ、商品自体の見栄えも良くなる効果を出す。移
動販売用の体制を整えた後、チラシを作成し、同一地域内新聞折込及び周
辺事業所への配布を実施。

マイク・スピーカー、クー
ラーボックス、チラシ配布
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p.26
小規模事業者持続化補助金の採択例

業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食料品
小売業

お客さんが商品を選びやすくするため、対面販売が可能となる冷蔵ショー
ケースを導入。冷凍商品の販売を強化するために、お客さんが手にとりや
すいような冷凍用のショーケースを導入。さらに、これらのサービスをPR
するために商工会の１００万会員ネットワークホームページの活用。

冷蔵・冷凍ショーケース、
ホームページ

その他の
製造業

オリジナルの化粧品ポーチを販売するため、ホームページにキャンペーン
ページと女性経営者へのインタビューページを設置。モデルを使い、ポーチ
を実際に使う動画とリーフレットを作成。完成したリーフレットと共に、ＤＭ
を百貨店、小売店、通販会社など 全１４８件へ送り、数社と商談を実施。
ポーチに使うオリジナルの生地の試作及び著作権譲渡契約書を締結。

ホームページ制作、リーフ
レット、DM、試作、契約書
作成

専門サー
ビス業（他
に分類さ
れないも
の）

「ウェブコンテンツ向け動画」を手掛け、新しいマーケットの開拓を図るため
に、動画撮影に強い新型カメラを中心にレンズやモニターなど、4Kで撮影
可能な即戦力の機材を導入した。

カメラ機材

電気機械
器具製造
業

海外顧客獲得のため、オーディオ新興国である「ベトナム」、「インド」、「フィ
リピン」の3国におけるオーディオ市場に食い込める低価格帯 (300万～
500万／標準装備は1,000万円)の ユニット（スピーカーを構成する部
品）やエンクロージュア（ユニットが取り付けられる箱）の新製品開発のため
の試作品開発を実施した。

試作品開発

飲食料品
小売業

高年齢者人口が５４％と高く、生鮮食料品を取扱う店舗も店主の高齢化に
より廃業が相次いでいることや集落の路地が細く車の行き来ができず、訪
問不可能であった足の不自由な高齢者に直接販売を行うため、冷蔵設備付
き小型販売車（軽トラック）を導入し、移動販売を実施。

移動販売車
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p.27
小規模事業者持続化補助金の採択例

業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食店

自家焙煎コーヒー店としての宣伝効果、他店との差別化を図るために、さ
らに、原価を下げながらも品質向上とコーヒー豆の販売による収益性の向
上を図るために、コーヒー豆の焙煎機を導入。また、店内が全席禁煙のため、
店舗前のスペースにオーニングテント、雨風よけカーテンと野外照明を取付
け、喫煙可能なテラス席を新設することで、サービス向上を図る。

自家焙煎機、テラス席設置

その他の
製造業

当社の開発商品や従来から販売している製品を展示し、新しい販路を拡大
するために、国際福祉機器展（日本最大の介護用品展示会）に出展。

展示会出展

織物・衣
服・身の
回り品小
売業

市内過疎地区に対し販路開拓を行うために、検眼車を活用したメガネの出
張販売や修理を広くＰＲ。チラシ作成やフリーペーパーへ掲載。併せて、既存
客（4,000件）へのＤＭを発送。

チラシ配布、フリーペー
パー広告、DM

食料品製
造業

「ドレッシング」製造を新しく開始するために、ドレッシングに関する専門の
コンサルタントより、県内で生産されるあらゆる野菜や果物に対してのド
レッシング加工に関する製法や長期保存方法についての教授を受けた。

専門家活用

飲食店

「長時間でも疲れない快適な椅子に座る宴会」を可能とし、受注拡大と売上
を確保するために、宴会用テーブルと椅子を購入。新しい宴会スタイルの写
真入り大判ポストカードのＤＭと地元紙への記事広告と枠広告掲載により
ＰＲ強化を図る。

テーブル・椅子、DM、新聞
広告

洗濯・理
容・美容・
浴場業

既存の総合調髪にヘッドスパを加えると共に、新規ヘッドスパメニューを開
始するため、蒸気ミストスチーマー、遠赤外線促進器、マイクロスコープを導
入。「頭皮ケア」「心身ケア」を重視する調髪サービスを充実させ、「散髪の床
屋」事業から「リフレッシュ提供のサロン」事業へ方針を転換する象徴の事業
として実施。

蒸気ミストスチーマー、遠
赤外線促進器、マイクロス
コープ
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p.28
小規模事業者持続化補助金の採択例

業種 何を実現するために 何に活用したか

洗濯・理
容・美容・
浴場業

クリーニング屋と修理屋を一つにした『洗うだけじゃない！衣類の修理で
街中ワンストップメンテナンス店』を目指す事とし、そのため「工業用ミシ
ン・職業用すくいミシン・職業用ロックミシン」を導入し販路の拡大を図った。

工業用ミシン・職業用すく
いミシン・職業用ロックミシ
ン

木材・木
製品製造
業（家具
を除く）

地元木材をベースに地元異業種（鉄工所や建具店）との連携によるコラボ
商品など、独自の商品開発に取り組み、また木工体験をしていただきなが
ら、個人や企業との直接取引を増やすため、「旋盤機械の導入」と「木材食
器類の開発」、「ワークショップの開催」に取り組む。

旋盤機械の導入、試作品開
発、ワークショップの開催

飲食料品
小売業

人口1500人弱の小さな町ではあるものの、デッドスペースの有効活用し、
弁当・惣菜など、中食の販売拡大に取り組むため、イートインスペースを開
設。。

イートインスペース

飲食店
今まで店頭でしか販売していなかったハーブ茶葉を地域外へも発信して、
売上増を図るため、「自家製ハーブ茶葉」のネット通販サイト開設や販売促
進を実施。

通販サイト開設

道路旅客
運送業

看護師である従業員を活用した「看護師添乗型」のオリジナルツアーを新
サービスとして企画し、モニタリングツアーを実施。広報活動としては、「動
く広告塔」として自社バスの車体に看板を設置。また、地元タウン誌や新聞
等にも広告を掲載し、「看護師添乗型バスツアー」を訴求。

モニタリングツアー、車体
看板、広告

その他の
製造業

獣害対策として「サル捕獲囲いワナ」を製品開発し、販売していくために、
試作開発（実証実験）とともにホームページを制作して、市場導入した。

試作品開発、ホームページ

各種商品
小売業

学習に困っている子供へ効率よく楽しくビジョントレーニングができるよ
うに、また保護者からはトレーニング効果の評価をわかりやすくし満足度
を高めるために、視機能トレーニング機「スプリュームビジョン」を導入

トレーニング機

その他の
製造業

大漁旗製造体験をした観光客にその場で渡すために、乾燥用にジェット
ヒーターを購入。また、同体験事業を広く周知するためにチラシを作成。

ヒーター
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p.29
小規模事業者持続化補助金の採択例

業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食料品
小売業

店舗の認知度アップとお店への入りやすさや賑わいを演出するために、店
舗入口の暖簾・看板・照明を補助事業で設置。豆類の賞味期限切れや品切
れによる販売機会の損失を抑えるために、真空包装機の導入。仕入先開拓
のための農家視察・問屋イベントへの参加を実施。真空包装機で新たに開
発したギフト用商品のＰＲを補助事業で新設の店舗ホームページで行った
ほか、地域タウン誌に販売告知広告も掲載。

看板、照明、イベント、真空
包装機

宿泊業

宿泊客・顧客満足度の向上を図るとともに、当空間で集客イベントを開催し
地域住民の交流の場を創出するために、食堂スペースを改装しWifi環境・
プロジェクター・スクリーン等のシアター設備を整えるシアタースペースを新
設する。

シアタースペース

宿泊業
現在顧客のうち35％を占め、年々率の上昇している高齢者にターゲットを
して売上を伸ばすため、既存の和室をバリアフリー対応の洋室にすること
で販路開拓を図る。

バリアフリー化

飲食店

十千木鶏による味噌味の焼き鳥「謙信焼き」を商品化、生産体制を確立す
るために業務用グリルを購入。新商品PRと新規顧客獲得のためのパンフ
レットを作成。ランディングのためのホームページを作成公開し、同時に、リ
スティング広告の掲載を行い、新規顧客の集客を図った。

業務用グリル、パンフレット、
ホームページ

食料品製
造業

地元産果物をドライフルーツにし、当社商品のお茶を組み合わせた「和風カ
クテルティーバッグ」の試作開発を進めていくために、果物をドライフルー
ツにする「食品乾燥機」とドライフルーツを粉砕する「ハンマーミル」を購入。
更に「新商品パッケージ」を開発することで、訴求力の強い商品となった。

食品乾燥機、食品用ミル、
パッケージ開発

自動車整
備業

レース会場で行える作業サービスメニューの充実を実現するために、バイ
クメンテナンス用の「移動作業車の機能を向上」させる。

移動作業車の機能向上
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p.30
小規模事業者持続化補助金の採択例

業種 何を実現するために 何に活用したか

その他の
小売業

素材の花を長時間ストックすることで新商品（フラワーアレンジメントや
ブーケ）の作成を可能とし、また、シーズン毎に多品種の花の提供も積極的
に行うため、花用冷蔵庫を導入。同時に、新商品作成のための作業スペース
及び販売スペース拡充のための店舗改装を行い、同店舗内でフラワーアレ
ンジメント教室も行える環境も併せて整備する。

業務用冷蔵庫、店舗改装

食料品製
造業

長年の醤油製造工程における麹づくりを通して、蓄積した酵素の働きや、
発酵のノウハウを活かして開発した「冷凍甘酒」の販路拡大を図るため、業
務用の大型冷凍庫を導入。弊社の「生の甘酒」を安定した品質で提供できる
ため、引き合いのある新規販路開拓先への安定出荷体制が実現。

業務用冷凍庫

その他の
小売業

個人宅の灯油残量管理を行い、適宜給油するという新サービス「お任せ配
達サービス」を実現するため、補充用タンクの製造、灯油の残量管理補充シ
ステム開発、および新サービスを広報するための看板とチラシ・ＤＭを作成。

補充用タンク、システム開
発、看板、チラシ、DM

飲食店

明るい雰囲気で子供からお年寄りまで使いやすい環境で満足度を高める
ために、和式トイレを洋式に改修。あわせて、洗面台や照明器具も改修し、。
トイレ改修後の当店を広く周知するために手書きのチラシを作成し、周辺地
域に配布した。

洋式トイレ、洗面台改修、チ
ラシ

プラス
チック製
品製造業
（別掲を
除く）

得意とするなわとび作成技術を用いて「小学生でも回しやすいダブルダッ
チロープ」の開発と、今までの玩具・文具ルートだけでなく、教育現場及び
スポーツ関連施設への販路拡大のために、切れないビニールロープ作成の
ための素材・形状の試作、新商品の特徴を明確にしたチラシの作成・配布、
チラシ配布をしていないエリアの消費者に新商品をアピールするための
ホームページの作成、ラーニングＤＶＤの作成・配布を行った。

試作、チラシ、ホームページ、
DVD作成

織物・衣
服・身の
回り品小
売業

獣害駆除された鹿の皮をブランド化し、皮革製造業者と連携して原材料の
供給側として販路を広げるために、鹿皮の加工施設の整備と業務用冷凍庫
の導入を行った。

加工施設、業務用冷凍庫
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p.31
小規模事業者持続化補助金 ③対象経費 (前回公募内容に準拠)

①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するため
に支払われる経費

③ウェブサイト関連費
ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する経費
(ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の１／４を上限)

④展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(オ
ンラインによる展示会・商談会等を含む）

⑤旅費
補助事業計画に基づく販路開拓（展示会等の会場との往復を含む）等を行
うための旅費

⑥開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デ
ザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑦資料購入費 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払
われる経費

⑨設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事
業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りてい
た設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑩委託・外注費
上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一
部を第三者に委託（委任）・外注するために支払われる経費（自ら実行する
ことが困難な業務に限ります。）
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p.32
小規模事業者持続化補助金 ④公募期間

• 申請受付締切：   

–第17回：

–公募要領公開：2025年３月４日（火）

–申請受付開始：2025年５月１日（木）

–申請受付締切：2025年６月１３日（金）
• 事業支援計画書交付の受付締切：申請締切の1週間程度前

※事業支援計画書の交付(商工会/商工会議所が発行)に時間を要する場
合があるので、余裕をもって手続きする必要あり。 
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小規模事業者持続化補助金 ⑤申請内容 (前回公募内容)

• 申請内容

– 経営計画
1. 企業概要

2. 顧客ニーズと市場の動向

3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み

4. 経営方針・目標と、今後のプラン

– 補助事業の内容
1. 事業名

2. 具体的内容

3. 効果

– 経費明細表

• 相談先

– 商工会・商工会議所
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p.34
小規模事業者持続化補助金 ⑥審査項目 (前回公募内容)

Ⅰ.基礎審査
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の
審査を行いません。 
①必要な提出資料がすべて提出されていること 
②「２．補助対象者」・「３．補助対象事業」 ・「４．補助率等」の要件に合致すること 
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること 
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること 

Ⅱ.書面審査 経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な
評価が高いものから順に採択を行います。 
①自社の経営状況分析の妥当性 
• 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。 
②経営方針・目標と今後のプランの適切性 
• 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。 
• 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場（商圏）の特性を踏まえているか。
③補助事業計画の有効性 
• 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。 
• 地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するた

めに必要かつ有効なものか。（共同申請の場合：補助事業計画が、全ての共同事業者における、それ
ぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。） 

• 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。 
• 補助事業計画には、ＩＴを有効に活用する取り組みが見られるか。 
④積算の透明・適切性 
• 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。 
• 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
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p.35
小規模事業者持続化補助金 ⑦申請様式 (前回公募内容)

申請書類一覧

書類名 様式 法人 個人 種別

1 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書（電子申請の場合は不要） 様式1 ○ ○ 原本

2 経営計画書兼補助事業計画書① 様式2 ○ ○ 原本

3 補助事業計画書② 様式3 ○ ○ 原本

4 事業支援計画書 様式4 ○ ○ 原本

5 補助金交付申請書（郵送による申請の場合は必要) 様式5 ○ ○ 原本

6 宣誓・同意書 様式6 ○ ○ 原本

7 電子媒体（様式１、様式２、様式３、様式５、様式６ ― ○ ○ ―

8 貸借対照表および損益計算書（直近１期分） ― ○ ― 写し

9 株主名簿（該当者のみ) ― ○ ― 写し

10
直近の確定申告書【第一表及び第二表及び収支内訳書（１・２面）または 
第一表及び第二表及び 所得税青色申告決算書（１～４面）】（税務署受付
印のあるもの）または開業届（税務署受付印のあるもの

― ― ○ 写し
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p.36
小規模事業者持続化補助金 ⑦申請様式 (前回公募内容)

表紙

申請者の情報

経費明細

資金調達

経営計画

交付申請書

補助事業の計画
企業概要

顧客ニーズと市場の動向

自社や自社の提供する
商品・サービスの強み

経営方針・目標と
今後のプラン

補助事業で行う事業名

販路開拓の取組内容
(必須)

業務効率化の取組内容
(任意)

補助事業の効果

支援計画書
(支援機関記載)

宣誓書
同意書
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p.37
小規模事業者持続化補助金 ⑧記載例(カフェ) 2021年度の例
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p.38
小規模事業者持続化補助金 ⑧記載例(カフェ) 2021年度の例
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p.39
持続化補助金申請書の例 ～記載例(カフェ)の改善例
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p.40
持続化補助金申請書の例 ～記載例(カフェ)の改善例
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持続化補助金申請書の例 ～記載例(カフェ)の改善例



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.42

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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p.43
事業再構築補助金 ①概要・必須要件

[必須要件]
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業で

あること。
• 事業再構築指針に示す「事業再構築」の６類型 : 新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、

国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靭化。

②事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、
確認を受けていること。

• 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受け
る必要があります。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、認定経営革
新等支援機関による事業計画の確認で要件を満たします。

③補助事業終了後３～５年で付加価値額の年平均成長率3.0～
4.0%以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額
の年平均成長率3.0～4.0%以上増加させること。

(※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。)
 (※年平均成長率は、複利計算で算出)

[補助金の目的]
新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・
地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、
思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.44
事業再構築補助金  ①概要

申請類型 支援内容 補助上限額(補助下限額は100万円) 補助率

成長分野
進出枠

(通常類型)

ポストコロナに対応した、成長分野
への大胆な事業再構築にこれから
取り組む事業者や、国内市場縮小
等の構造的な課題に直面している
業種・業態の事業者が取り組む事
業再構築を支援。 

中小企業 1/2
(大規模な賃上げを行う場合2/3)

中堅企業 1/3
(大規模な賃上げを行う場合1/2)

成長分野
進出枠

(GX進出類型)

ポストコロナに対応した、グリーン
成長戦略「実行計画」14分野の課
題の解決に資する取組をこれから
行う事業者の事業再構築を支援。 

中小企業 1/2
(大規模な賃上げを行う場合2/3)

中堅企業 1/3
(大規模な賃上げを行う場合1/2)

コロナ回復
加速化枠

(最低賃金類型)

コロナ禍が終息した今、最低賃金
引上げの影響を大きく受ける事業
者の事業再構築を支援。

中小企業 3/4
(コロナで抱えた債務の借り換えを

行っていない場合2/3)

中堅企業 2/3
(コロナで抱えた債務の借り換えを

行っていない場合1/2)

卒業促進上乗せ措置
各事業類型の補助事業を通して、中小
企業等から中堅企業等に成長する事業
者に対する上乗せ支援。 

上記の3つの枠の補助金上限に準じる
中小企業 1/2
中堅企業 1/3

中長期大規模賃金引
上促進上乗せ措置

各事業類型の補助事業を通して、大規
模な賃上げに取り組む事業者に対する
上乗せ支援。

上記の3つの枠に加えて100万円～3,000万円
中小企業 1/2
中堅企業 1/3

• 「大規模な賃上げを行う場合」: 補助事業期間内に、①給与支給総額を年平均６％以上増加させる、かつ、②事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げることが必要。
• 「大規模賃金促進枠」: 補助事業の終了後３～５年の間に、 ①事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること、かつ、②従業員数を年率平均1.5％以上（最低事業計画

期間×1人の増員が必要）増員させることが必要

従業員:20人以下 21～50人 51人～100人 101人以上

1,500万円 3,000万円 4,000万円 6,000万円

短期的に大規模な賃上げを行う場合

2,000万円 4,000万円 5,000万円 7,000万円

中小企業 中堅企業

従業員:20人以下 21～50人 51人～100人 101人以上

3,000万円 5,000万円 7,000万円 8,000万円 1億円

短期的に大規模な賃上げを行う場合

4,000万円 6,000万円 8,000万円 1億円 1.5億円

従業員:5人以下 6～20人 21人以上

500万円 1,000万円 1,500万円
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p.45
事業再構築補助金  ①概要 中小企業・中堅企業の定義

 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

 確定している（申告済みの）直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企
業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。

 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行
う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

中小企業の範囲

上記の、「中小企業」の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

中堅企業の範囲

製造業その他 資本金３億円以下の会社、または、従業員数300人以下の会社及び個人 

卸売業 資本金１億円以下の会社、または、従業員数100人以下の会社及び個人 

小売業 資本金５千万円以下の会社、または、従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業 資本金５千万円以下の会社、または、従業員数100人以下の会社及び個人
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p.46
事業再構築補助金  ①概要 (1)新分野展開の例

【新分野展開】
事業の再構築の事例

製造業

新市場
進出

ガソリン車向け部品 電気自動車向け部品
補助経費の例︓事業圧縮にかかる機械撤去の費用

研究開発のための新規設備導入にかかる費用 など

ガソリン車向けのバッテリーボッ
クス（バッテリーの温度変化を
抑制する部品）を製造する事
業者。
低炭素社会への対応が求めら
れる中、EV用部品市場への参
入を検討。

断熱性を高める研究開発を行い、電
気自動車のセル電池間の熱伝導を
防止する、リチウムイオンバッテリーの
断熱材を新たに製造。
断熱性の向上により、従来製品より長
寿命化も可能となり、昨今の電気自
動車市場の拡大を受け、大量生産に
よる低価格化にも取り組む。
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p.47
事業再構築補助金  ①概要 (2)事業転換の例

【事業転換】
事業の再構築の事例

事業
転換

補助経費の例︓新規製品製造のための機械導入にかかる費用など

食品
製造業

フライ菓子などの製造販売業
者。コロナの影響に加え、原材
料となる小麦粉、油などの価
格が高騰する一方、商品単価
の値下げが激しく、売上・利益
率が減少。

フライ菓子の製造ラインを縮小し、
現存の加工技術を活かし、新たに
ドライフルーツ製品を製造する機器
を導入。原油価格・物価高騰の影
響を受ける体制から脱却し、新た
な市場の開拓を図る。

ドライフルーツ製造用機械フライ菓子製造用機械
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p.48
事業再構築補助金  ①概要 (3)業種転換の例

【業種転換】
事業の再構築の事例

居酒屋を経営していたところ、
コロナの影響で売上が減少

補助経費の例︓ECサイトの作成費用
新商品開発に係る機器導入費や広告宣伝のための費用など
※公道を走る車両、汎用品（パソコン、スマートフォン等）の購入費は補助対象外です。

店舗での営業を廃止。
食品製造業に転換し、ECサイトで、
冷凍の食品を全国向けに販売。

コロナ前 コロナ後

居酒屋

飲食業

冷凍食品の
ECサイト販売

業種
転換
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p.49
事業再構築補助金  ①概要 (4)業態転換の例

【業態転換】

事業の再構築の事例
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p.50
事業再構築補助金  ①概要 (5)国内回帰の例

国内回帰

事業の再構築の事例

例１ 製造事業者（申請者）がこれまで海外生産拠点で製造していた製品を、国内で製造するた
めの自動化設備を新たに導入。

例２ 取引先がこれまで海外から調達していた製品について、国内で製造できないか取引先から
申請者に対し、打診があり、対応するため国内生産拠点を新たに設立。

※事業再構築指針で示す「国内回帰」は、
海外の生産拠点を閉じることを要件として求めておりません。

事業イメージ

New

New

→国内サプライチェーンの強靱化
→地域産業の活性化

国内回帰
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p.51
事業再構築補助金  ①概要 (6)その他

その他

事業の再構築の事例

飲食業

弁当販売
オフィス勤務の方向

けの弁当販売を行う事
業者が、高齢者向けの
食事宅配事業を開始。

小売業

ガソリン販売
新規にフィットネス

ジムの運営を開始。地
域 の健康増進ニーズ
に対応。

サービス業

ヨガ教室
室内での密を回避す

るため、新たにオンライ
ン形式でのヨガ教室の
運 営を開始。

製造業

半導体製造装置部品製造

半導体製造装置の技
術を応用した洋上風力
設備の部品製造を新た
に開始。

運輸業

タクシー事業
新たに一般貨物自動

車運送事業の許可を取
得し、食料等の宅配サー
ビスを開始。

食品製造業

和菓子製造・販売
和菓子の製造過程で生

成される成分を活用し、新
たに化粧品の製造・販売を
開始。

建設業

土木造成・造園
自社所有の土地を活

用してオートキャンプ場
を 整備し、観光事業に新
規参入。

情報処理業

画像処理サービス
映像編集向けの画像

処理技術を活用し、新た
に医療向けの診断サービ
スを開始。
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p.52
事業再構築補助金 ①概要 成長分野進出枠（通常類型）

【市場拡大要件】
必須要件（付加価値額については、年率平均4.0％以上増加を求める。）に加え、以下の

①及び②を満たすこと

① 事業終了後3～5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

② 取り組む事業が、過去～今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大す
る業種・業態に属していること
 指定リストは、 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seicho_kakudai.pdf

成長分野進出枠（通常類型）の対象となる事業者

【市場縮小要件】
必須要件（付加価値額については、年率平均4.0％以上増加を求める。）に加え、以下の

①及び②を満たすこと

① 現在の主たる事業が過去～今後のいずれか10年間で、市場規模が10％以上縮
小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること。
 指定リストは、 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seicho_syukusyou.pdf

② 地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10％以上が
失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引
額が売上高の10％以上を占めること。
 指定リストは、 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seicho_chiiki.pdf

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seicho_syukusyou.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seicho_chiiki.pdf
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事業再構築補助金 ①概要 成長分野進出枠（通常類型）

従業員規模 補助上限額 補助率

20人以下
1,500万円

(2,000万円)
【中小企業】 1/2（2/3）
【中堅企業】 1/3（1/2）

市場縮小要件を満たして申請する場合に、 廃業を伴う場合には、廃業費を最
大2,000万円上乗せ

• ()内は、大規模な賃上げを行う場合 : 事業終了時点で、①事業場内最低
賃金＋45円、②給与支給総額＋6%を達成すること。

• 事業終了後3～5年で給与支給総額を年率平均2％以上増加させるこ
とが出来なかった場合、差額分（補助率1／6分）の返還を求めます。

21～50人
3,000万円

(4,000万円)

51～100人
4,000万円

(5,000万円)

101人以上
6,000万円

(7,000万円)

 事業実施期間中に中小企業から中堅企業へ成長する事業者等に対する上乗せ枠（卒業促進枠）又は継続的な賃金引上げに取り組むと
ともに従業員を増加させる事業者に対する上乗せ枠（大規模賃金引上促進枠）のいずれかに同時応募可能
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事業再構築補助金  ①概要 【市場拡大要件】の対象業種

①経済産業省「工業統計調査」、経
済産業省「企業活動基本調査」
を基に、要件を満たすとされ
る業種

91:畜産食料品製造業
94:調味料製造業
97:パン・菓子製造業
98:動植物油脂製造業
99:その他の食料品製造業
104:製氷業
115:綱・網・レース・繊維粗製品製

造業
119:その他の繊維製品製造業
122:造作材・合板・建築用組立材

料製造業
131:家具製造業
139:その他の家具・装備品製造

業
145:紙製容器製造業
149:その他のパルプ・紙・紙加工

品製造業
159:印刷関連サービス業
162:無機化学工業製品製造業
164:油脂加工製品・石けん・合成

洗剤・界面活性剤・塗料製造業
165:医薬品製造業
166:化粧品・歯磨・その他の化粧

用調整品製造業
169:その他の化学工業
172:潤滑油・グリース製造業（石

油精製業によらないもの）
181:プラスチック板・棒・管・継

手・異形押出製品製造業
182:プラスチックフィルム・シー

ト・床材・合成皮革製造業
183:工業用プラスチック製品製

造業
184:発泡・強化プラスチック製品

製造業
185:プラスチック成形材料製造

業（廃プラスチックを含む）
189:その他のプラスチック製品

製造業
191:タイヤ・チューブ製造業

193:ゴムベルト・ゴムホース・工業
用ゴム製品製造業

202:工業用革製品製造業（手袋
を除く）

206:かばん製造業
209:その他のなめし革製品製造

業
212:セメント・同製品製造業
214:陶磁器・同関連製品製造業
215:耐火物製造業
216:炭素・黒鉛製品製造業
217:研磨材・同製品製造業
219:その他の窯業・土石製品製

造業
229:その他の鉄鋼業
231:非鉄金属第１次製錬・精製業
232:非鉄金属第２次製錬・精製

業（非鉄金属合金製造業を含
む）

233:非鉄金属・同合金圧延業（抽
伸、押出しを含む）

235:非鉄金属素形材製造業
242:洋食器・刃物・手道具・金物

類製造業
243:暖房・調理等装置、配管工事

用附属品製造業
244:建設用・建築用金属製品製

造業（製缶板金業を含む)
245:金属素形材製品製造業
246:金属被覆・彫刻業、熱処理業

（ほうろう鉄器を除く）
247:金属線製品製造業（ねじ類

を除く)
248:ボルト・ナット・リベット・小ね

じ・木ねじ等製造業
249:その他の金属製品製造業
251:ボイラ・原動機製造業
252:ポンプ・圧縮機器製造業
253:一般産業用機械・装置製造

業
261:農業用機械製造業（農業用

器具を除く）
262:建設機械・鉱山機械製造業
263:繊維機械製造業
264:生活関連産業用機械製造業

265:基礎素材産業用機械製造業
266:金属加工機械製造業
267:半導体・フラットパネルディ

スプレイ製造装置製造業
269:その他の生産用機械・同部

分品製造業
273:計量器・測定器・分析機器・

試験機・測量機械器具・理化学
機械器具製造業

274:医療用機械器具・医療用品
製造業

282:電子部品製造業
284:電子回路製造業
285:ユニット部品製造業
291:発電用・送電用・配電用電気

機械器具製造業
292:産業用電気機械器具製造業
293:民生用電気機械器具製造業
294:電球・電気照明器具製造業
295:電池製造業
297:電気計測器製造業
311:自動車・同附属品製造業
312:鉄道車両・同部分品製造業
314:航空機・同附属品製造業
315:産業用運搬車両・同部分品・

附属品製造業
319:その他の輸送用機械器具製

造業
326:ペン・鉛筆・絵画用品・その

他の事務用品製造業
328:畳等生活雑貨製品製造業
329:他に分類されない製造業
331:電気業
341:ガス業
391:ソフトウェア業
392:情報処理・提供サービス業
401:インターネット附随サービス

業
511:繊維品卸売業（衣服、身の回

り品を除く）
521:農畜産物・水産物卸売業
522:食料・飲料卸売業
531:建築材料卸売業
532:化学製品卸売業
541:産業機械器具卸売業

542:自動車卸売業
543:電気機械器具卸売業
549:その他の機械器具卸売業
551:家具・建具・じゅう器等卸売

業
552:医薬品・化粧品等卸売業
559:他に分類されない卸売業
603:医薬品・化粧品小売業
702:産業用機械器具賃貸業
704:自動車賃貸業
705:スポーツ・娯楽用品賃貸業
743:機械設計業
744:商品・非破壊検査業
745:計量証明業
746:写真業
801:映画館
805:公園、遊園地
911:職業紹介業
912:労働者派遣業

②業界団体等が要件を満たすこと
について示した業種・業態

1:宇宙機器産業
2:宇宙利用サービス産業
3:リチウムイオン蓄電池の製造に
使用するために特に設計又は加工
した部素材の製造業
4:リチウムイオン蓄電池の製造の
ために特に設計した装置の製造業
5:アート産業
6:キャンプ場・グランピング施設
宿泊業
7:アニメーション制作業
8:コインランドリー業
9:鍛工品製造業
10:弁・同附属品製造業
11:インバウンド顧客をターゲット
とした宿泊業
12:はつり・解体工事業
13:葬儀業
14:産業廃棄物処理業
15:学習塾
16:獣医業

17:とび･土工･コンクリート工事
業
18:焼肉店
19:フィットネスクラブ
20:ドローンに係る機器・部材・ソ
フトウェア
21:フレキシブルオフィス
22:コールセンター業
23:５本指靴下の製造
24:土木工事業
25:冷凍調理食品製造業
26:飲食料品小売EC業（B to C）
27:電気工事業
28:警備業
29:住宅リフォーム工事業
30:内装工事業
31:建築用木製組立材料製造業
32:ドローン関連サービスプロバ
イダ業
33:3rd Party Logistics業
34:ペットフード製造業
35:受託臨床検査事業
36:清涼飲料製造業
37:広告業
38:eスポーツ興行業
39:ウイスキー製造業
40:塗装工事業
41:板紙製造業
42:砕石製造業
43:ペット関連サービス業

2025年1月15日段階
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事業再構築補助金  ①概要 【市場縮小要件】の対象業種

市場縮小要件の対象となる業種・業態
1. 出版業（電子出版のみの事業者は除く）及び書籍・雑

誌小売業
2. 粘土がわら製造業
3. 石油卸売業・ガソリンスタンド・燃料小売業
4. 写真機・  写真材料小売業・写真プリント・  現像・焼

付業
5. 自動車部品製造業
6. 綿・スフ織物業
7. 靴下製造業
8. 国産ニット生地・ニット生地製造業
9. 印刷業・製版業・製本業・印刷物加工業
10.自動車事故整備業
11.寝具製造業・毛布製造業
12.外衣・シャツ製造業（和式を除く）
13.美容業
14.普通洗濯業・洗濯物取次業
15.印刷産業機械製造業
16.呉服・服地小売業
17.一般乗用旅客自動車運送業
18.酒小売業
19.ゲームセンター（「テレビゲーム」中心）
20.染色整理業
21.手すき和紙製造業
22.武道用品（柔道用具・剣道用具・空手用具・その他武

道用具）製造販売業
23.ダストコントロールサービス
24.石工品製造業
25.船舶向けのディーゼル機関製造業

2025年1月15日段階

市場縮小要件の対象となる地域
1. 広島県呉市/日本製鉄株式会社
2. 和歌山県有田市/ENEOS株式会社（和歌山製油所）
3. 北海道名寄市/王子マテリア株式会社（名寄工場）
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事業再構築補助金 ①概要 成長分野進出枠（GX進出類型)

グリーン分野での事業再構築を通じて、
高い成長を目指す事業者を支援

【要件】
必須要件（付加価値額については、年率平均4.0％以上増加を求める。）に加え、以下を

満たすこと
• グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があ

るものに該当すること。
• 事業終了後3～5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

従業員規模 補助上限額 補助率

中小企業

20人以下
3,000万円

（4,000万円）

【中小企業】 1/2（2/3）
【中堅企業】 1/3（1/2）

※補助上限額、補助率いずれの場合も（）内は、
短期に大規模な賃上げ（事業終了時点で、①
事業場内最低賃金＋45円、②給与支給総額

＋6%を達成すること）を行う場合

21～50人
5,000万円

（6,000万円）

51人～100人
7,000万円

（8,000万円）

101人以上
8,000万円

（１億円）

中堅企業 ー
1億円

（1.5億円）
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エネルギー

関連産業

輸送・製造

関連産業

家庭・オフィス

関連産業

①洋上風力・  
太陽光・地熱産業

（次世代再生可能エネルギー）

⑤自動車・ 
蓄電池産業

⑥半導体・ 
情報通信産業

⑫住宅・建築物産業・
次世代電力

マネジメント産業

②水素
・燃料アンモニア産業

⑦船舶産業
⑧物流・人流・ 

土木インフラ産業
⑬資源循環
関連産業

③次世代
熱エネルギー産業

⑨食料・
農林水産業

⑩航空機産業
⑭ライフスタイル

関連産業

④原子力産業
⑪カーボンリサイクル

・マテリアル産業

事業再構築補助金 ①概要 成長分野進出枠（GX進出類型)の14分野

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の「成長が期待される14分野」
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事業再構築補助金 ①概要 コロナ回復加速化枠（最低賃金類型）

コロナ回復加速化枠（最低賃金類型）の対象となる事業者

【要件】
必須要件（付加価値額については、年率平均3.0％以上増加を求める。）に加え、以下のいずれ

かを満たすこと

① コロナ借換保証等（※）で既往債務を借り換えていること
※ コロナ借換保証等とは下記の制度を指します。（１）伴走支援型特別保証（コロナ借換保証）、（２）コロナ経営改善サポート保証、（３）新型コロナウイル
ス感染症特別貸付、（４）生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、（５）新型コロナ対策資本性劣後ローン、（６）生活衛生新型コロナ対策資本性劣後
ローン、（７）［新型コロナ関連］マル経融資、（８）［新型コロナ関連］生活衛生改善貸付、（９）［新型コロナ関連］沖縄雇用・経営基盤強化資金 等

② 2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金＋50円以内で雇用し
ている従業員が全従業員の10%以上いること

従業員規模 補助上限額 補助率

5人以下 500万円
【中小企業】 3/4（2/3）

【中堅企業】 2/3（1/2）

※（）内は、要件①を満たさない場合

6～20人 1,000万円

21人以上 1,500万円

51人以上 3,000万円
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事業再構築補助金 ①概要 卒業促進上乗せ措置

【要件】

卒業促進上乗せ措置の対象となる事業者

[応募時点] [補助事業終了後 3～5年で]

・中小企業 → 特定事業者、中堅企業又は大企業に成長

・応募時点で特定事業者 → 中堅企業又は大企業に成長

・応募時点で中堅企業 → 大企業に成長

成長分野進出枠

コロナ回復加速化枠

卒業促進上乗せ措置

卒業促進上乗せ措置+

+

で、同時に申請

で、同時に申請

または

従業員規模 補助金額 補助率

成長分野進出枠・コロナ回復加速化枠に準じる
補助金額を上乗せ

(結果的に補助金額が2倍になる)

中小 １/２
中堅 １/３

+
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事業再構築補助金 ①概要 中長期大規模賃金引上促進措置

【要件】

中長期大規模賃金引上促進措置の対象となる事業者

成長分野進出枠

コロナ回復加速化枠

中長期大規模賃金引上促進措置

中長期大規模賃金引上促進措置+

+

で、同時に申請

で、同時に申請

または

成長分野進出枠又はコロナ回復加速化枠の
補助事業の終了後３～５年の間に、

事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。

従業員規模 補助金額 補助率

補助金額3,000万円を上乗せ
(成長分野進出枠/コロナ回復加速化枠+3,000万円)

中小 １/２
中堅 １/３

成長分野進出枠又はコロナ回復加速化枠の
補助事業の終了後３～５年の間に、

従業員数を年率平均1.5％以上増員させること。

+

+
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事業再構築補助金 ②補助対象経費

（１）補助対象経費
 建物費

 ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実
施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助
事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費  ➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費（貸

工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等）

 機械装置・システム構築費
 ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具（測定工具・検査工具等）の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助

事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良、据
付け又は運搬に要する経費 

 技術導入費（知的財産権導入に要する経費）

 専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

 運搬費

 クラウドサービス利用費

 外注費（製品開発に要する加工、設計等）

 知的財産権等関連経費

 広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）

 研修費（教育訓練費、講座受講等 ＝補助対象経費総額（税抜き）の3分の１まで）

 廃業費（市場縮小要件に該当し、既存事業の廃止を行う場合のみ 補助対象経費総額の２分の１又は2,000万

円の小さい額まで）
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p.62
事業再構築補助金 ②補助対象にならない事業

① 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又
は委託し、企画だけを行う事業。

② グループ会社が既に実施している事業を実施するな
ど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事
業。

③ 事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継
以前の各事業者が既に実施している事業を実施する
など、再構築事業の内容が、容易に実施可能である
事業。

④ 不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、
実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的
性格の強い事業。

⑤ 会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公
に行われていない事業。

⑥ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用
に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させ
るような事業。（中小企業等とリース会社が共同申請を行い、
リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに当た
りません。）

⑦ 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が
新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が１次
産業（農業、林業、漁業）である事業。※例えば農業に取り
組む事業者が、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場
合など、2次又は3次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助
対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や
料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象
外となります。

⑧ 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達
成させるような事業。

⑨ 公序良俗に反する事業。

⑩ 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに
消費者保護の観点から不適切であると認められる事
業。

⑪ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律（昭和23年法律第122号）第２条第５項及び同条第13項第２号に
より定める事業。※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項及び同条
第13項第２号により定める事業を実施している中小企業等であって
も、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となりま
す。

⑫ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成3年法律第77号）第２条に規定する暴力団又は暴力団
員と関係がある中小企業等又はリース会社による事
業

⑬ 重複案件 (1)同一法人・事業者が今回の公募で複数
申請を行っている事業。(2)テーマや事業内容から
判断し、（過去又は現在の）国（独立行政法人等を含
む）が助成する他の制度（補助金、委託費、公的医療保険・介

護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等）と同一
又は類似内容の事業※ただし、厚生労働省の産業雇用安定助

成金（事業再構築支援コース）との併用は可能。(3)他の法人・
事業者と同一又は類似内容の事業国庫及び公的制
度からの二重受給。

⑭ 中小企業生産性革命推進事業（ものづくり・商業・
サービス生産性向上促進補助金、小規模事業者持続
化補助金等）等と同一の補助対象を含む事業。

⑮ 申請時に虚偽の内容を含む事業。
⑯ その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業。
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p.63
事業再構築補助金 ③事業計画の内容イメージ

1. 補助事業計画名（30字程度）
2.事業計画書の概要（最大100字程度）
3.事業再構築の類型
4.事業計画書

1. 補助事業の具体的取組内容
1. 事業再構築要件について

1. 事業再構築の類型ごとに必要となる要件とその内容
2.具体的な取組の内容

1. 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
2.事業再構築の具体的内容（提供する製品・サービス、導入する設備、工事等）
3.事業再構築の市場の状況、自社の優位性、費用対効果、課題やリスクとその解決方法
4.実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画（付加価値増加を含む）

2.将来の展望（事業化に向けて想定している市場及び期待される効果）
1. 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等に

ついて、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法など
2.本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の

価格等
3.本事業で取得する主な資産
4.収益計画

1. 事業終了後３～５年で、付加価値額の増加を見込む事業計画を策定
2.収益計画（表）における「付加価値額」の算出根拠

5.本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等
1. 経費明細表
2.資金調達内訳
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p.64
事業再構築補助金 ④申請方法

申請は全て電子申請

• 電子申請には、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。申請は
jGrants（電子申請システム）での受付を予定。

• GビズIDプライムアカウントの発行に２～３週間要する場合があります
ので、事前のID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以
下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成するこ 
とができます。

• https://gbiz-id.go.jp/top/
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p.65
事業再構築補助金 ④申請方法

採択状況 第１回 第２回 第３回 第４回 第5回 第6回 第7回

通常枠

申請者数 16,968 14,859 15,423 15,036 16,185

通常枠

11,653

通常枠

9,292

採択者数 5,104 5,388 5,713 5,700 6,441 5,297 4,402

採択率 30.1% 36.3% 37.0% 37.9% 39.8% 45.5% 47.4%

大規模賃
金引上枠

申請者数 20 12 13
大規模賃
金引上枠

9
大規模賃
金引上枠

11

採択者数 12 6 8 5 5

採択率 60.0% 50.0% 61.5% 55.6% 45.5%

卒業枠

申請者数 80 48 44 17 21
緊急対策

枠

2,980

採択者数 45 24 20 8 9 1,652

採択率 56.3% 50.0% 45.5% 47.1% 42.9% 55.4%

緊急事態
宣言特別

枠

申請者数 5,181 5,893 4,351 4,217 4,509
回復・再
生応援枠

2,933
回復・再
生応援枠

2,144

採択者数 2,866 3,924 2,901 2,806 3,006 1,954 1,338

採択率 55.3% 66.6% 66.7% 66.5% 66.7% 66.6% 62.4%

最低賃金
枠

申請者数 469 290 306
最低賃金

枠

252
最低賃金

枠

162

採択者数 375 290 243 216 131

採択率 80.0% 100.0% 79.4% 85.7% 80.9%

グローバ
ルV字回

復枠

申請者数 2 0 0 0 1
グリーン
成長枠

493
グリーン
成長枠

543

採択者数 1 0 0 0 0 197 217

採択率 50.0% - - - 0.0% 40.0% 40.0%
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p.66
事業再構築補助金 ⑤審査項目 (主要部分)

（１）補助対象事業としての適格性
①「４．補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後３～５年で付加価
値額を年平均成長率３.0.0％～4 .0.0％（事業類型により異なる）以上の
増加等を達成する取組みであるか。
②事業再構築指針に沿った取組みであるか。
※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連
携体各者の事業再構築要件についての説明書類」も考慮する。

（２）新規事業の有望度
①補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、
継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込
まれる市場か。
②補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
➢免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
➢ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。

③競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社
に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
➢代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
➢比較する競合は適切に取捨選択できているか。
➢顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は

明らかか。
➢自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要

素や判断基準を充足できるか。
➢自社の優位性が、容易に模倣可能なもの（導入する機械装置そのもの、営

業時間等）となっていないか。

（３）事業の実現可能性
①事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、
事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ
妥当か。
②最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。
金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。 ※複数の事業者が連
携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
③補助事業を適切に遂行し得る体制（人材、事務処理能力等）を確保出来て
いるか。 （第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を
行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。）

（４）公的補助の必要性
①川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、

新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業は
より高く評価。
②補助事業として費用対効果（補助金の投入額に対して増額が想定される
付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等）が高
いか。
③先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、
地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
④本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の
経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。
⑤国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものでは
ないか。

（５）政策点
① ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見
込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転
換を促すことに資するか。
② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特
に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達
成するために有効な投資内容となっているか。
④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービ
ス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトッ
プの地位を築く潜在性を有しているか。
⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対す
る経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長（大
規模災害からの復興等を含む）を牽引する事業となることが期待できるか。
※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考
慮いたします。
○地域未来牽引企業
○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築して
サービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について
複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できる
か。異なる強みを持つ複数の企業等（大学等を含む）が共同体を構成して製
品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契
機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
※以下のピッチ大会出場者は審査で考慮いたします。
○アトツギ甲子園
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p.67
事業再構築補助金 ⑥事例 2021年度の例
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p.68
事業再構築補助金 ⑥事例 2021年度の例
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p.69
事業再構築補助金 ⑥事例 2021年度の例
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p.70
事業再構築補助金 ⑥事例 2021年度の例
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p.71
事業再構築補助金 ⑥事例 2021年度の例
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p.72
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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p.73
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
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p.74
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
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p.75
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
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p.76
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
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p.77
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
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p.78
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
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p.79
補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
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p.80

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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p.81
中小企業新事業進出補助金 概要

項目 内容

補助対象者 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

補助上限額

従業員数20人以下 2,500万円（3,000万円）
従業員数21～50人 4,000万円（5,000万円）
従業員数51～100人 5,500万円（7,000万円）
従業員数101人以上 7,000万円（9,000万円）
※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者（事業終了時点で①事業場内最低賃金＋50円、②給与支給総額＋ 6%を達成）の場合、補
助上限額を上乗せ。（上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。）

補助率 1/2

基本要件

中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業(※)への挑戦を行い、
（※事業者にとって新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること）
①付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年
間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加
③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等
の基本要件を全て満たす３～５年の事業計画に取り組むこと。

補助事業期間 交付決定日から14か月以内（ただし採択発表日から16か月以内）

補助対象経費
建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ
ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

その他

• 収益納付は求めません。
• 基本要件②、③が未達の場合、未達成率に応じて補助金返還を求めます。ただし、付加価値が増加してないかつ企業全体

として営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を免除します。
• 公募回数は2026年3月末までに４回程度、採択予定件数は計６,０００件程度と予定。
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p.82
中小企業新事業進出補助金 補助対象要件

要件 内容

(

1)

新
事
業
進
出
要
件

新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること

下記の①～③を全て満たすこと
① 製品等の新規性要件

事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等が、新規性を有するもので
あること。

② 市場の新規性要件
事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等の属する市場が、新たな市
場であること。
新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていな
かったニーズ・属性（法人／個人、業種、行動特性等）を持つ顧客層を対象とする市場を指す

③ 新事業売上高要件
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
I. 事業計画期間終了後、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請

時の総売上高の10％又は総付加価値額の15％を占めることが見込まれるものであ
ること。

II. 応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同
事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が３億円
以上である場合には、事業計画期間終了後、新たに製造する製品等の売上高又は付加
価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10％又は付加価値額の15％以上
を占めることが見込まれるものであること。

（１） 新事業進出要件、（２） 付加価値額要件、（３） 賃上げ要件、（４） 事業場内最賃水
準要件、（５） ワークライフバランス要件、（６） 金融機関要件、の全てを満たすこと。
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中小企業新事業進出補助金 補助対象要件

要件 内容

（２
）
付
加
価
値
額
要
件

補助事業終了後３～５年の事業計画期間において、付加価値額（又は従業員一人当たり付

加価値額）の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値を設定し、事業計画期間最終年度にお
いて当該付加価値額目標値を達成することが必要です。

• 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。
• 比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する（申請者における）

決算年度の付加価値額とする。
• 年平均成長率（CAGR）は複利計算をもとに算出。

要件 内容 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

（３
） 

賃
上
げ
要
件

補助事業終了後３～５年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の
賃上げを行うこと[応募申請時までに全ての従業員又は従業員代表者に対して表明することが必要]

① 補助事業終了後３～５年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の
年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近５年間（令和元年度を基

準とし、令和２年度～令和６年度の５年間をいう。）の年平均成長率以上増加させること
② 補助事業終了後３～５年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長

率を2.5%以上増加させること

※給与支給総額とは、
従業員に支払った給与等（給料、賃金、賞与等は含み、役員報酬、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く）
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p.84
中小企業新事業進出補助金 補助対象要件

【都道府県別最低賃金年平均成長率（令和２年度～６年度）】

※応募申請時に従業員数が０名の場合、対象となる給与が存在しないことか
ら本補助金には申請できません。
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中小企業新事業進出補助金 補助対象要件

要件 内容 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

（４
）
事
業
場
内
最

賃
水
準
要
件

補助事業終了後３～５年の事業計画期間において、
毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における

地域別最低賃金より30円以上高い水準であること

要件 内容

（５
） 

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス
要
件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること

「次世代育成支援対策推進法」（「次世代法」）に規定する一般事業主行動計画の策定・
公表を行うことが必要。
応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の
両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計
画を公表すること。(1～2週間程度必要)

要件 内容

（6
） 

金
融
機

関
要
件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元
の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
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中小企業新事業進出補助金 補助対象外事業

① 補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注又は
委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大
半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業

② グループ会社（みなし同一事業者に該当する他の事
業者）が既に実施している事業を実施するなど、補
助事業で新たに取り組む事業の内容が、容易に実施
可能である事業

③ 事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継
以前の各事業者が既に実施している事業を実施す
るなど、補助事業で新たに取り組む事業の内容が、
容易に実施可能である事業

④ 不動産賃貸（寮を含む）、駐車場経営、暗号資産のマ
イニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら
資産運用的性格の強い事業

⑤ 会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が
公に行われていない事業

⑥ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の
用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸さ
せるような事業

⑦ １次産業（農業、林業、漁業）に取り組む事業
⑧ 主として従業員の解雇を通じて、補助対象事業の要

件を達成させるような事業
⑨ 公序良俗に反する事業
⑩ 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並び

に消費者保護の観点から不適切であると認められ
る事業

⑪ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律第２条各項により定める事業
⑫ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第２条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があ
る中小企業等又はリース会社による事業

⑬ 事業計画の重複となる事業
・同一事業者（みなし同一事業者を含む）が今回の公
募で複数申請を行っている事業

・本補助金において提出された、他の法人・事業者
と同一又は類似した内容の事業

⑭ 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
・間接直接を問わず国（独立行政法人等を含む）が目
的を指定して支出する過去又は現在の他の補助金、
助成金、委託費等と同一の補助対象経費を含む事
業

・公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、
固定価格買取制度等との重複を含む事業、及び同
一又は類似した内容の事業

⑮ 中小企業庁が所管する補助金（中小企業生産性革命
推進事業、中小企業等事業再構築促進事業、中小企
業省力化投資補助事業等）と同一の補助対象経費
を含む事業

⑯ 補助事業により発生した利益や付加価値額の大部
分が第三者のものになる事業

⑰ 申請時に虚偽の内容を含む事業
⑱ その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業
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p.87
中小企業新事業進出補助金 補助対象経費

機械装置・システム構築費
（建物費といずれか必須）

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具（測定工具・検査工具等）の購入、製作、借
用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経
費
③ ①又は②と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費

建物費
（機械装置・システム構築
費といずれか必須）

① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施
設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費

運搬費 ① 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

技術導入費 ① 補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

知的財産権等関連経費
① 補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理
士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

外注費
（検査・加工・設計等に係る）
補助上限額：補助金額全体の
10％

① 補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注（請負、委託等）する場合の経費

専門家経費
補助上限額：100万円

① 補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費

クラウドサービス利用費 ① 専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費

広告宣伝・販売促進費
補助上限額：事業計画期間１年
あたりの売上高見込み額（税抜）
の５％

① 補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告（パンフレット、動画、写真等）の作成及
び媒体掲載、補助事業のPR 等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーショ
ンに係る経費
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中小企業新事業進出補助金 補助対象経費

既存事業の内容

① 申請者の概要
・ 自社の概要や現在行っている事業等について簡潔に記載してください。
② 既存事業の内容
・ 現在行っている既存事業の内容を網羅的・具体的にすべて記載してください。

補助事業の具体的
取組内容

① 新事業進出指針への該当性
・ 既存製品等と新製品等の内容を記載をしたうえで、それらの相違点について具体的に記載してください。（製品等の新規性要件）
・ 既存市場（顧客）と新市場（顧客）の内容を記載したうえで、それらの相違点について具体的に記載してください。（市場の新規性要件）
② 新規事業の内容・目的
・ 補助事業で取り組む新規事業の内容と目的について、具体的に記載してください。

連携体の必要性
＜連携体申請の場合のみ＞
① 代表申請者及び連携体構成員それぞれについて、補助事業における役割及び必要不可欠である理由を具体的に記載してください。

現状分析
① 現在の事業の状況について説明してください。
② SWOT分析（自社の強み・弱み・機会・脅威）を実施したうえで、新規事業を実施することの必要性について説明してください。

新規事業の新市場
性・高付加価値性 
＜①と②は選択制
＞

① 新市場性
・ 新製品等の属するジャンル・分野について記載してください。
・ 新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであることを、それらを裏付ける客観的なデータ・統計等を示しながら、説明してください。
② 高付加価値性
・ 新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格について、それらを裏付ける客観的なデータ・統計等を示しながら、説明してください。
・ 新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであることを、高付加価値化・高価格化の源泉と
なる自社の価値・強みの分析とともに、説明してください。

新規事業の有望度

① 新規事業の将来性
・ 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有していることや成長が見込まれる市場であることについて説明してください。
② 参入可能性
・ 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であることについて説明してください。
③ 競合分析
・ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であることについて説明してください。

事業の実現可能性

① 課題及びスケジュール
・ 補助事業の事業化に向けた中長期での課題及び、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法について説明してください。
・ 事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の取得時期や技術の導入や専門家の助言等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
② 事業実施体制
・ 補助事業を実施するための体制（人材、事務処理能力等）、資金の調達方法について説明してください。
・ 既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。

公的補助の必要性

① 補助事業で取り組む新規事業の内容が、川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業である場合は、
理由とともにその旨を記載してください。【任意】
② 補助事業で取り組む新規事業の内容が、先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業である場合は、理由とともに
その旨を記載してください。【任意】
③ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないことについて説明してください。

政策面 ① 補助事業で取り組む新規事業の内容が、「10．審査項目（６）政策面」に記載されている事項に該当する場合は、理由とともにその旨を記載してください。【任意】

補助対象予定経費
① 補助対象とする予定のすべての経費について、経費の分類、名称、取得予定価格等を具体的に記載してください。なお、単価500万円（税抜き）以上の機械装置については、機械の種類が具体的に分か
る名称を記載してください。
② 補助対象とする予定のすべての経費について、補助事業を実施するうえで、それらが必要不可欠である理由を具体的に説明してください。

収益計画

① 補助事業の事業化見込み
・ 収益計画表を作成したうえで、補助事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について記載してください。
② 補助対象要件への該当性
・ 「新事業売上高要件」「付加価値額要件」「賃上げ要件」「事業場内最賃水準要件」「賃上げ特例要件（賃上げ特例の適用を受ける場合のみ）」を満たす収益計画を作成のうえ、算出根拠とそれらを達成するた
めの取組について具体的に記載してください。
③ 大規模な賃上げ計画の妥当性 ＜賃上げ特例の適用を希望する事業者のみ＞
・ 補助事業実施期間内に限らず、補助事業終了後も含めて、想定される継続的な賃上げの見込みを示してください。賃上げに必要な経費や原資を明確にし、具体的な取組の内容を明記したうえで、実現可
能であることを説明してください。



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.89

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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枠 対象 補助上限額 補助率 補助対象経費

製
品
・サ
ー
ビ
ス
高
付
加
価
値
化
枠

革新的な新製
品・新サービス
開発による高
付加価値化

従業員数 5人以下
750万円

（大幅賃上げ特例:850万円）

中小企業
1/2

(最低賃金引上げ
特例:2/3)

小規模・再生
2/3

機械装置・システム構築費（必
須;単価50万円以上）、技術導
入費、専門家経費、運搬費、ク
ラウドサービス利用費、原材料
費、外注費、知的財産権等関連
経費

※「機械装置・システム構築費」以外
の経費は、総額で500万円（税抜）
までを補助上限（グローバル枠の場
合は、1,000万円（税抜）まで）。 

従業員数 6～20人
1,000万円

（大幅賃上げ特例:1,250万円）

従業員数 21～50人
1,500万円

（大幅賃上げ特例:2,500万円）

従業員数 51人以上
2,500万円

（大幅賃上げ特例:3,500万円）

グ
ロ
ー
バ
ル
枠

海外事業の実
施による国内
の生産性向上

3,000万円
（大幅賃上げ特例:

3,100万円～4,000万円）

中小企業
1/2

(最低賃金引上げ
特例:2/3)

小規模
2/3

機械装置・システム構築費（必
須）、技術導入費、専門家経費、
運搬費、クラウドサービス利用
費、原材料費、外注費、知的財
産権等関連経費、海外旅費、通
訳・翻訳費、広告宣伝・販売促
進費

大幅賃上げ特例:① 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加、② 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
最低賃金引き上げ特例: 指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
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以下の基本要件①～③を全て満たす補助事業終了後3～5年の事業計画を策定し、かつ
従業員数21名以上の場合は基本要件④も満たすこと。

基本要件①：付加価値額の増加要件
補助事業終了後3～5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率（CAGR）を3.0%
以上増加させること。「付加価値額」とは、営業利益、人件費、減価償却費の合計。

+
基本要件②：賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3～5年の事業計画期間において、 従業員（非常勤を含む）及び役員それぞれの給与支給総額の

年平均成長率を2.0%以上増加させること、 又は 従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平

均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間（2019年度を基準とし、2020年度～2024年度の5

年間）の年平均成長率以上増加させること。「給与支給総額」とは、従業員及び役員に支払った給与等（給料、賃
金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く）。また、1人あたり給与支給総額とは、
給与支給総額を従業員数及び役員数で除したもの。

+
基本要件③：事業所内最低賃金水準要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3～5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金（本補助事業を実施する事業所内で最も低

い賃金）を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすること。

+
基本要件④：従業員の仕事・子育て両立要件（従業員数21名以上の場合のみ）
「次世代育成支援対策推進法」（「次世代法」）第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。具
体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する
情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表することが必要。
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グローバル要件①：海外への直接投資に関する事業
海外への直接投資に関する事業(例:国内事業と海外事業の双方
を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制
を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業)で
あって、以下を全て満たすこと。

(1)国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以
上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社（発行済
株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者

が所有している、国外に所在する会社）の事業活動に対する外注費（本
事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に

不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。）若しくは貸与する機械装
置・システム構築費（本事業の補助対象経費の範囲に限る。）に充てられ
ること。

(2)国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50
万円（税抜き）以上)を取得（設備投資）すること。

(3)応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分
かる資料を提出すること。

(4)実績報告時に、海外子会社等との委託（貸与）契約書とその事業完
了報告書を追加提出すること。

グローバル要件②：海外市場開拓（輸出）に関する事業
海外市場開拓（輸出）に関する事業(例:海外展開を目的とし、製
品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取
り組む事業)であって、以下を全て満たすこと。

(1)国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以
上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助
額を上回る事業計画を有していること。

(2)応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具
体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。

(3)実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出
すること。

グローバル要件③：インバウンド対応に関する事業
インバウンド対応に関する事業(例:製品・サービスの開発・提供体
制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事
業)であって、以下を全て満たすこと。

(1)国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分
の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額
が補助額を上回る事業計画を有していること。

(2)応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報
告書を提出すること。

(3)実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること。

グローバル要件④：海外企業と共同で行う事業
海外企業と共同で行う事業(例:外国法人との共同研究・共同事業
開発により、新たに成果物を生み出す事業)であって、以下を全て
満たすこと。

(1)国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事
業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一
部が補助事業者に帰属すること（外国法人の経費は、補助対象外）。

(2)応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書（検討中の案を
含む）を提出すること。

(3)実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出するこ
と。

グローバル枠の申請には、[基本要件]に加えて、以下のグローバル要件①～④のいずれかに該当し、かつ海外事業に関する実現可能性
調査の実施、及び社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること。
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• 補助事業実施期間中の販売を目的とした製品・サー
ビス等の生産に係る機械装置・システム構築費以外
の諸経費。ただし、試作品の原材料費については補
助対象とします。また、グローバル枠のうち海外市
場開拓（輸出）に関する事業におけるテスト販売に
ついては、原材料費以外も対象となります。

• 工場建屋、構築物、簡易建物（ビニールハウス、コン
テナ、ドームハウス等）の取得費用及びこれらを作り
上げるための組み立て用部材の取得費用。

• 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び
当該設備と一体不可分の附属設備（太陽光発電を
行うためのソーラーパネルなど）。

• 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用。

• 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、
水道光熱費等。

• 電話代、インターネット利用料金等の通信費（クラウ
ドサービス利用費に含まれる附帯費用は除く）。

• 商品券等の金券。

• 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、
新聞代、団体等の会費。

• 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用。

• 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・
車検費用。

• 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計
士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用。

• 収入印紙。

• 振込等手数料（代引手数料を含む）及び両替手数料。

• 公租公課（消費税及び地方消費税額（以下「消費税
等」という。）等）。

• 各種保険料。

• 借入金などの支払利息及び遅延損害金。

• 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係
る費用。

• 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
（ただし、補助事業のみに使用することが明らかな
ものは除く）。 例：事務用のパソコン・プリンタ・文書
作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デ
ジタル複合機、キュービクル、乗用エレベーター、家
具、3Dプリンター

• 中古市場において広く流通していない中古機械設
備など、その価格設定の適正性が明確でない中古
品の購入費（3者以上の中古品流通業者から型式や
年式が記載された同等の中古品の相見積りを取得
している場合等を除く）。

• 事業に係る自社の人件費（ソフトウェア開発等）

• 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係
がある事業者への支払い。

• 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、
不適切と認められる経費。
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加点項目 内容

1 経営革新計画 申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している事業者。

2 パートナーシップ構築宣言
「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者（応募
締切日前日時点）。

3 再生事業者 別紙4に定める再生事業者。

4 DX認定 申請締切日時点で有効な「DX認定」を取得している事業者。

5 健康経営優良法人認定 「健康経営優良法人2025」に認定された事業者。（3月頃認定予定）

6 技術情報管理認証 申請締切日時点で有効な「技術情報管理認証」を取得している事業者。

7 J-Startup J-Startup地域版 「J-Startup」、「J-Startup地域版」に認定された事業者。

8
新規輸出１万者 支援プログラム
（グローバル枠に申請する場合のみ対象）

「新規輸出1万者支援プログラムポータルサイト」において登録が完了している事業者。

9
事業継続力強化計画
／連携事業継続力強化計画

申請締切日時点で有効な「（連携）事業継続力強化計画」を取得している事業者。

10 賃上げ

補助事業終了後3～5年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与支給総額の
年平均成長率を4.0％以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎年３月、地域別最低賃
金より+40円以上の水準を満たす目標値を設定し、設定した目標値を交付決定までに
全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明している事業者。

11 被用者保険
従業員規模50名以下の中小企業が被用者保険の任意適用（短時間労働者を被用者保
険に加入させること）に取り組む場合。

12 えるぼし認定 「えるぼし認定」を取得している事業者。

13 くるみん認定 「くるみん認定」を取得している事業者。

14 事業承継／M&A

申請締切日を起点にして、過去3年以内に事業承継（株式譲渡等）により有機的一体と
しての経営資源（設備、従業員、顧客等）を引き継いだ事業者。なお、事業承継は、株式
譲渡、事業譲渡、あるいは相続・贈与により承継した場合、又は同一法人内で代表者交
代したものに限る。

15 成長加速化 マッチングサービス
申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速化マッチングサービス」で会員登録を
行い、挑戦課題を登録している事業者。
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p.95
ものづくり補助金 概要 [スケジュール]

• 公募開始 ： 2025年2月14日（金）
• 電子申請受付： 2025年4月11日（金）17:00～
• 申請締切 ： 2025年4月25日（金）17:00
• 採択公表 ： 2025年7月下旬頃予定

• 一定の基準を満たした事業者を対象に、外部有識者による口
頭審査あり(オンラインにて実施)

• 補助金交付候補者として採択された事業者は、採択公表日以
降に事務局が開催する説明会に参加しなければなりません。
(参加しないと採択取り消し)
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ものづくり補助金 概要

申請数と採択率の推移
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ものづくり補助金 活用事例 成果事例集 より

http://www.monodukuri-hojo.jp
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ものづくり補助金 活用事例 成果事例集 より

http://www.monodukuri-hojo.jp
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p.99
ものづくり補助金 ～製造業系:特定ものづくり基盤技術が対象

デザイン開発
技術製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求する
ことにより、製品自体の優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる
総合的な設計技術

情報処理技術
IT（情報技術）を活用することで製品や製造プロセスの機能や制御を実現する情報処理技術。製造プロセスにおける生
産性、品質やコスト等の競争力向上にも資する。

精密加工技術
金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状を生成する精密加工技術。製品や製品を構成する
部品を直接加工するほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具や金型を製造する際にも利用される。

製造環境技術 製造・流通等の現場の環境（温度、湿度、圧力、清浄度等）を制御・調整するものづくり環境調整技術

接合・実装技術
相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装することで、力学特性、電気特性、光学特性、
熱伝達特性、耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術

立体造形技術 自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術。（ただし、（３）精密加工技術に含まれるものを除く。）

表面処理技術 バルク（単独組織の部素材）では持ち得ない高度な機能性を基材に付加するための機能性界面・被覆膜形成技術。

機械制御技術
力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術。動力利用の効率化や位置決め精度・速度の向上、振
動・騒音の抑制等を達成するために利用される。

複合・新機能材料
技術

部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原材料の組合せ等により、強度、剛性、耐摩耗性、耐
食性、軽量等の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又は従来にない新しい機能を顕現する複
合・新機能材料技術。

材料製造プロセス
技術

目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの複合素材の収量効率化や品質劣化回避による
素材の品質向上、環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不要物の分解・除去、断熱等による熱
効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術

バイオ技術
微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、医薬品、エネルギー、食品、化学品等の製造、それ
らの評価・解析等の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術。

測定計測技術 適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズに応じたデータを取得する測定計測技術

特定ものづくり基盤技術の指定(令和４年２月版 12の技術分野)
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p.100
ものづくり補助金 サービス業系:中小サービス事業者の生産性向上のための具体的手法が対象
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p.101
ものづくり補助金 事業計画作成のポイント

• 事業計画書に記載する内容は、定性的・定量的
情報を用いて、具体的な理由や根拠を示しな
がら詳細に記載ください。必要に応じて図表
や写真等を用いてください

• 自社の現状や置かれている外部環境と内部環
境を分析し、それらを踏まえた中長期的なビ
ジョンや目標に向けて、自社がどのような課題
を抱えているのかを具体的に示してください。

• 自社の課題に対する具体的な課題解決策を示
したうえで、課題解決の手段として本事業に取
り組まなければならない理由、本補助事業に
より機械装置・システム構築等の設備投資等を
行わなければならない理由（必要性）を示して
ください。

• また、本補助事業の設備投資内容（事業期間内
に取得する機械装置等の具体的な型番等）、本
事業の取組内容（新製品・新サービスの開発内
容や海外需要開拓内容等）、成果目標（会社全
体の売上高に対する本事業の売上高等）、及び
達成手段（事業実施能力、事業実施体制、事業
実施スケジュール等）を具体的に示してくださ
い。

• 製品・サービス高付加価値化枠に申請する場
合、開発する製品・サービスの革新性について
具体的かつ詳細に記載してください。 グロー

バル枠に申請する場合、広告宣伝・販売促進費
を対象経費に計上する場合においては、ブラ
ンディング・プロモーション等のマーケティン
グ戦略を具体的かつ詳細に記載してくださ
い。

• 本事業の成果が寄与すると想定している具体
的なユーザー、マーケット及び市場規模等につ
いて、その成果の価格的・性能的な優位性・収
益性や現在の市場規模も踏まえて記載してく
ださい。

• 本事業の成果の事業化見込みについて、目標
となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価
格等について簡潔に記載してください。また、
事業実施に必要な運転資本の調達計画があれ
ば記入ください。

• 本事業の実施により達成する付加価値額目標
値、給与支給総額目標値、1人あたり給与支給
総額目標値、事業所内最低賃金目標値（特例
の適用を申請する場合は特例給与支給総額目
標値、特例事業所内最低賃金目標値）の算出
については、算出根拠を具体的に示してくだ
さい。本事業計画で示された数値は、補助事
業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等に
おいて達成状況の確認を行います。
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p.102
ものづくり補助金 事業内容の全体像

経費明細

事業計画のタイトル(30字以内)

資金調達

会社全体の事業計画(数値)

申請する事業類型

導入設備内容

事業の具体的内容

将来の展望

事業分野(ものづくり/サービス)

事業計画の概要(100字以内)

第18次公募資料
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p.103

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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p.104
成長加速化補助金 概要

活用イメージ

工場、物流拠点

などの新設•増築

イノベーション創出

に向けた設備の導入
自動化による

革新的な生産性向上

売上高100億円を目指す、
成長志向型の中小企業の皆様へ

大胆な設備投資を支援
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成長加速化補助金 概要

項目 内容

補助対象者 売上高１００億円への飛躍的成長を目指す中小企業

補助上限額 5億円(補助率1/2)

補助事業実施期間 交付決定日から２４か月以内

補助事業の要件

①投資額1億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経費分）

②「売上高100億円を目指す宣言」を行っていること
③一定の賃上げ要件を満たす今後５年程度の事業計画の策定

（賃上げ実施期間は補助事業終了後３年間）

補助対象経費 建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

交付想定件数
募集回数

約600件を想定
令和８年度末までに３回程度公募を実施
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成長加速化補助金 概要

事前準備 公募開始～交付候補者決定 交付決定～補助事業実施 補助事業終了後

申
請
受
付
開
始

公
募
締
切

審
査

審
査
結
果

交
付
申
請
・交
付
決
定

補
助
事
業
開
始

補
助
額
の
確
定

補
助
金
の
請
求

補
助
金
の
支
払

事
業
化
状
況
報
告

知
的
財
産
報
告

５月8日

6月9日
7月上旬

プ
レ
ゼ
ン
審
査

採
択
結
果
公
表

7月下旬

～

8月下旬
9月上旬

金融機関による確認書の提出・
当該金融機関の担当者がプレ
ゼン審査に同席した場合に加点
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p.107
成長加速化補助金 概要 対象経費

補助対象項目 詳細 備考

1 建物費

専ら補助事業のために使用される事務所、生
産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同
作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠
と認められる建物の建設、増築、改修、中古建
物の取得に要する経費（単価100万円（税抜
き）以上のものに限る）

• 生産設備等の導入に必要な「建物」、建物と切り離
すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯
工事（土地造成含む）」は対象

• 建物の単なる購入や賃貸、土地代、建物における構
築物（門、塀、フェンス、広告塔等）、撤去・解体費用は
対象外

2 機械装置費

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、
工具・器具（測定工具・検査工具等）の購入、製
作、借用に要する経費（単価100万円（税抜き
）以上のものに限る）

② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬
に要する経費

• 「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」は対象
• 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」は

対象外
• 事業者とリース会社が共同申請をする場合には、

機械装置又はシステムの購入費用について、リー
ス会社を対象に補助金を交付することが可能

3
ソフトウェア
費

① 専ら補助事業のために使用される専用ソ
フトウェア・情報システム等の購入・構築、借
用、クラウドサービス利用に要する経費（単
価100万円（税抜き）以上のものに限る）

② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費

• 「パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの
本体費用」は対象外

4 外注費

補助事業遂行のために必要な加工や設計、検
査等の一部を外注（請負・委託）する場合の経
費

※4及び5の合計額は、1～3の合計経費未満

• 「事業計画の作成に要する経費」、「外注先が機械装
置の設備やシステム等を購入する費用」、「外部に販
売・レンタルするための量産品の加工を外注する費
用」は対象外

5 専門家経費
補助事業遂行のために依頼した専門家に支払わ
れる経費

※4及び5の合計額は、1～3の合計経費未満

• 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要
である 場合の専門家に依頼したコンサルティン
グ業務や旅費等の経費が対象

• 「事業計画の作成に要する経費」は対象外
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p.108
成長加速化補助金 概要 審査基準

[経営力]
①将来の売上高100億円（あるいは更なる成長）に向けた中長期的なビジョンや計画を有しているか。その上で、補助事業期間を含む今

後5年程度について、経営者の明確なシナリオとともに事業戦略が論理的に構築され、その中で当該補助事業が効果的に組み込まれ
ているか。事業戦略は、自社の成長余力、変化余力を最大限伸張し、従前よりも一段上となる成長を目指した企業の行動変容が示され
たものとなっているか。

①高い売上高成長率（補助事業期間を含む今後5年程度）が示されるとともに、それを実現できる事業戦略（当該補助事業を含む
）となっているか。

②高い付加価値増加率（補助事業期間を含む今後5年程度）が示されるとともに、当該補助事業や省力化等の取組により労働生
産性の抜本的な向上が図られるなど、当該付加価値増加率を達成できる計画となっているか。

③企業の収益規模に応じたリスクをとった投資となっているか（売上高における設備投資額（当該補助事業を含む）の比率が高い
水準であるか）。

②市場や顧客動向を始めとした外部環境、経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）等にかかる強み・弱みの内部環境を分析した上で、当面の事
業戦略が論理的に構築され、補助事業が効果的に組み込まれているか。

①補助事業により提供される商品・サービスのユーザ、市場及びその規模が明確で、市場ニーズの有無の検証などがなされてい
るか（先行投資の取組、事業化可能性調査、テストマーケティング等）。

②競合他社の製品・サービスを分析した上で、自社の優位性や特性が確保できる差別化された計画となっているか。

[波及効果]
①適切な成果目標等が示され、その達成に向けて効率的に管理する体制が構築されているか。
②コンソーシアム形式の場合には、連携の意義・目的が明確であり、相乗効果が見込まれるか。
③地域への波及効果として、投資により創出された利益を賃金として従業員へ還元する賃上げの計画が具体的かつ妥当であり、賃上げ

要件の水準を上回るものとなっているか。
④域内仕入の拡大や地域における価値創造などに資する事業であるか（例えば、川上の調達先・川下の販売先をはじめサプライチェーン

を通じた波及効果がある事業か、ものづくりの高度化やイノベーションの創出など産業競争力を強化し新たな価値創造に資する事業で
あるか、地域資源の積極的な活用などを通じ地域の経済成長を力強く牽引する事業であるか等）。

⑤下請取引先等に対する適切な取引姿勢、自然災害や感染症、サプライチェーン寸断等に対するレジリエンス、女性活躍や仕事と子育て
の両立などに配慮した職場環境整備など、地域のモデル企業としての取組を進めているか。

[実現可能性]
①計画を実施可能な経営体制が構築されており、早期に投資が実行され、確実に効果が得られると見込まれるか。
②補助事業を適切に遂行できる財務状況が十分に確保されているか（ローカルベンチマークによるスコアリング）。
③金融機関のコミットメントが得られているか（確認書を発行した金融機関の担当者等がプレゼンテーション審査に同席する場合の加点

等）。
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p.109
成長加速化補助金 概要 「100億宣言」

「売上高100億円を目指す宣言」とは？

中小企業が、「売上高100億円を超える企業になること」、「それに向けたビジョン
や取組」を自ら宣言し、ポータルサイト（令和7年5月頃開設予定）上に公表をする
ものです。

≪宣言の内容≫
①企業の現状（足下の売上高、賃上げ等企業目標、課題等）
②売上高100億円の実現のための目標（売上高成長目標、期間、プロセス等）
③売上高100億円の実現に向けた具体的措置（生産増強、海外展開、M＆A等）
④実施体制
⑤経営者のコミットメント（経営者自らのメッセージ）  等

※「宣言」に際しては、要件と記載内容の確認があります。
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p.110
成長加速化補助金 概要 100億宣言のイメージ例
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p.111
成長加速化補助金 概要 100億宣言のイメージ例



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.112
成長加速化補助金 概要

「売上高100億円を目指す宣言」
「宣言•公表」のメリット

1. 「宣言」取得による補助金等の活用
• 設備投資等に活用いただける「宣言」が条件となる補助金（上限5億円

（補助率1/2））の申請が可能になります（その他、必要書類を提出した
上で、審査があります）。

2. 経営者ネットワークへの参加
• 「宣言」を行った成長を目指す経営者が、地域・業種を超えて刺激し合え

る経営者ネットワークを構築します。また、経営の“気づき”につながるよ
うな、「宣言」企業限定のイベント等にご参加いただけます。

3. 「宣言」マークの活用による自社PR
• 「宣言」を行った企業だけ「ロゴマーク」を使用できます。自社の取組の

PRにご活用ください。

※「宣言」企業がご活用いただけるメニューについては、今後追加・内容変更の可
能性があります。
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p.113
成長加速化補助金 概要 賃上げ要件
 補助事業が完了した日を含む事業年度（基準年度）の「給与支給総額」又は「従業員（非常勤含む。以下同じ。）及び役員の１人当たり給

与支給総額」と比較した、基準年度の３事業年度後（最終年度）の「給与支給総額」又は「従業員及び役員の１人当たり給与支給総額」の
年平均上昇率が、補助事業実施場所の都道府県における直近５年間の最低賃金の年平均上昇率（基準率）以上であることが必要です。

 具体的には、応募申請時に基準率以上の目標を掲げ、その目標を従業員等に表明の上、達成することが要件となります。
※「給与支給総額」か「従業員及び役員の１人当たり給与支給総額」のどちらを目標に掲げるかは応募申請時に選択いただきます。

補助事業完了
（基準年度）

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

▼ ▼
交付
決定

目標とする年平均上昇率3.5％＞石川県の基準率（3.4%）

4.0%

2.9%

4.7%

事例
補助事業実施場所が石川県で

１人当たり給与支給総額を選んだ場合

年平均上昇率＝

｛(560万円/500万円)^(1/3)｝-1 ≒ 3.8％

500万
520万円

535万円

560万

計算式

A ： 最終年度の「給与支給総額」又は「１人当たり給与支給総額」
B ： 基準年度の「給与支給総額」又は「１人当たり給与支給総額」

年平均上昇率目標 ＝｛（ A / B ）^ (1/3) ｝ – 1 ≧ 基準率

応募申請時に
基準率以上の

目標を掲げる

R12年度

▼
最終年度

交付決定までに
目標を従業員等に表明

目標達成

年平均上昇率

3.8%

注意 補助金返還となる場合

① 交付決定までに目標を従業員等に表明しな
かった場合

② 基準年度の「給与支給総額」又は「従業員及び
役員の１人当たり給与支給総額」が、申請時の
直近の事業年度の「給与支給総額」又は「従業
員及び役員の１人当たり給与支給総額」を下
回っている場合

③ 申請時に掲げた目標を達成できなかった場
合（未達成率に応じて返還）

※天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合を除く
※補助金返還となった場合も事業者名は公表しない
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p.114
成長加速化補助金 概要 賃上げ要件の基準率

※補助事業を実施する都道府県の年平均上昇率（複利計算）を基準値とします

都道府県 基準率 都道府県 基準率 都道府県 基準率 都道府県 基準率

北海道 3.2% 東京 2.8% 滋賀 3.3% 香川 3.5%

青森 3.8% 神奈川 2.8% 京都 3.1% 愛媛 3.9%

岩手 3.8% 新潟 3.5% 大阪 2.9% 高知 3.8%

宮城 3.4% 富山 3.3% 兵庫 3.2% 福岡 3.4%

秋田 3.8% 石川 3.4% 奈良 3.3% 佐賀 3.9%

山形 3.9% 福井 3.5% 和歌山 3.4% 長崎 3.8%

福島 3.7% 山梨 3.4% 鳥取 3.9% 熊本 3.8%

茨城 3.4% 長野 3.3% 島根 4.0% 大分 3.8%

栃木 3.3% 岐阜 3.3% 岡山 3.3% 宮崎 3.8%

群馬 3.4% 静岡 3.2% 広島 3.2% 鹿児島 3.8%

埼玉 3.1% 愛知 3.1% 山口 3.4% 沖縄 3.8%

千葉 3.1% 三重 3.2% 徳島 4.3% 全国平均 3.2%

出所 厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」（2019年度・2024年度）再編加工
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p.115

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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p.116
IT導入補助金 ①補助金の対象・補助率・補助金額

通
常
枠

活用イメージ プロセス数 補助率 補助金額 補助対象

ITツールを導入し
て、業務効率化や

DXを推進

1～3

1/2
最低賃金近傍
の事業者:2/3

5万円～
150万円

ソフトウェア購
入費、

クラウド利用料
（最大2年分）、

導入関連費
（保守サポート
やマニュアル作
成等の費用に加
えて、IT活用の
定着を促す導入
後の活用支援も

対象化）

4以上
150万円～
450万円

※最低賃金近傍:
3か月以上地域別最低賃金＋50円以内で雇用している従業員数が全従業員数の
30％以上であることを示した事業者

【通常枠】

https://it-shien.smrj.go.jp/
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p.117
IT導入補助金 ①補助金の対象・補助率・補助金額

イ
ン
ボ
イ
ス
枠(

イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
類
型)

対象 対象システム等 補助率 補助金額 補助対象

ITツール
会計ソフト

受発注ソフト
決済ソフト

中小企業
3/4

小規模事
業者
4/5

1円～50万円
以下部分

(対象システムの
うち1機能以上)

ソフトウェア費・
クラウド利用料
（最大2年分補

助）・導入関連費

2/3

50万円～350
万円部分

(対象システムの
うち2機能以上)

+

PC、タブレット等 ハードウェア 1/2 上限10万円 ハードウェア購
入費レジ・券売機等 ハードウェア 1/2 上限20万円

中小企業・小規模事業者等に、インボイス制度に対応したIT ツールの導入を強力に推進するた
め、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトの導入費用に加え、PC ・タブレット、レジ・券売機等の導
入費用を支援する。
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p.118
IT導入補助金 ①補助金の対象・補助率・補助金額

取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール（受発注ソフト）を導入し、当
該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウント
を供与して利用させる場合に、その導入費用を支援する。

イ
ン
ボ
イ
ス
枠(

電
子
取
引
類
型)

対象 対象システム等 補助率 補助金額 補助対象

ITツール

インボイス制度に対応
した受発注の機能を有
しているものであり、
かつ 取引関係におけ
る発注側の事業者とし
てＩＴツールを導入する
者が、当該取引関係に
おける受注側の事業者
に対してアカウントを 
無償で発行し、利用さ
せることのできる機能

を有するもの

中小企業
２／３

大企業
１／２

1円～
350万円

クラウド利用費
（クラウド利用
料最大２年分）
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p.119
IT導入補助金 ①補助金の対象・補助率・補助金額

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
推
進
枠

機能要件 補助対象 補助率 補助金額 補助対象

独立行政法人情報
処理推進機構が公
表する「サイバーセ
キュリティお助け隊
サービスリスト」に
掲載されているい
ずれかのサービス

サービス利用料

中小企業
1/2

小規模事
業者
2/3

5万円～
150万円

サービス利用料
（最大2年分補助）

中小企業・小規模事業者等において、サイバーインシデントを原因とした事業継続が困難
となる等の生産性向上を阻害するリスクを低減するとともに、供給制約やそれに起因す
る価格高騰の潜在的リスクを低減するための支援を行う。

【サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト】
https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/index.html

http://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/index.html
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p.120
IT導入補助金  ①補助金の対象・補助率・補助金額

複
数
社
連
携IT

導
入
枠

補助金額 補助率
補助

上限額
対象ソフトウェア

賃上げ
目標

補助対象
(システム)

補助対象
(ハード)

デジタル
化基盤導
入類型の
要件に属
する経費

（1）インボ
イス枠対
象経費

1円～50
万円以下
の部分

3/4
小規模事業者

は4/5

3000
万円

会計ソフト、受発注
ソフト、決済ソフト、

ECソフト

なし

ソフトウェ
ア費・クラ
ウド利用料
(最大2年
分)、導入
関連費

PC・タブ
レット等:補

助率1/2、補
助上限10万

円
レジ・券売機
等:補助率

1/2、補助上
限20万円

50万円
～350万
円の部分

2/3

デジタル
化基盤導
入類型の
要件に属
さない複
数社類型
特有の経

費

（2）消費
動向等分
析経費

50万円
×参加事
業者数

2/3

各種システム（消費動

向分析システム、経営分
析システム、需要予測シス
テム、電子地域通貨システ
ム、キャッシュレスシステ

ム、生体認証決済システム
等）

AIカメラ・
ビーコン・デ
ジタルサイ

ネージ等(個
別の補助上

限なし)

（3）その
他経費

(（1）+（2）)

×10％ 2/3
200
万円

対象事業者は、①商工団体等(商店街振興組合、商工会議所、
商工会、事業協同組合等)、②当該地域のまちづくり、商業活
性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができ
る中小企業者又は団体（例）まちづくり会社、観光地域づくり
法人（DMO）等、③複数の中小企業・小規模事業者により形
成されるコンソーシアム、で10者以上であること等が要件

【複数社連携IT導入枠】
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p.121
IT導入補助金 ①補助金の対象・補助率・補助金額

「IT導入補助金2024」の申請・採択結果

申請類型 申請件数（件） 採択件数（件） 採択率

通常枠 ２５，１４０ １６，５４０ 65.8%

インボイス対応類型 ４６，３９４ ３３，４３８ 72.1%

電⼦取引類型 １ １ 100.0%

複数社連携IT導入枠 ７ ４ 57.1%

セキュリティ対策推進枠 ２２５ １９２ 85.3%

Total ７１，７６７ ５０，１７５ 69.9%

「IT導入補助金2023」の申請・採択結果

申請類型 申請件数（件） 採択件数（件） 採択率

通常枠 ２４，８８８ １８，７４７ 75.3%

デジタル化基盤導入類型 ６８，０４５ ５１，７５９ 76.1%

複数社連携IT導入類型 ９ ８ 88.9%

セキュリティ対策推進枠 ２６９ ２２８ 84.8%

Total ９３，２１１ ７０，７４２ 75.9%
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p.122
IT導入補助金 ①補助金の対象・補助率・補助金額

「IT導入補助金2023」の申請・採択結果

採択件数所在地
2,396北海道

379青森県
521岩手県

1,054宮城県
290秋田県
469山形県
730福島県

1,072茨城県
779栃木県
944群馬県

2,505埼玉県
1,809千葉県

採択件数所在地
11,508東京都
3,187神奈川県
1,203新潟県

702富山県
803石川県
587福井県
428山梨県

1,068長野県
1,251岐阜県
1,963静岡県
4,517愛知県

818三重県

採択件数所在地
810滋賀県

1,905京都府
6,963大阪府
2,641兵庫県

628奈良県
476和歌山県
266鳥取県
330島根県

1,140岡山県
1,588広島県

763山口県
324徳島県

採択件数所在地
673香川県
637愛媛県
380高知県

4,428福岡県
539佐賀県
787長崎県

1,155熊本県
757大分県
628宮崎県
962鹿児島県
971沖縄県

70,734総計

割合(％)採択数業種
20.3%14,353建設業
20.1%14,221卸売業，小売業
10.4%7,383製造業
8.4%5,959宿泊業，飲食サービス業
7.9%5,621学術研究，専門・技術サービス業
7.5%5,302医療，福祉
7.5%5,333サービス業（他に分類されないもの）
4.9%3,444生活関連サービス業，娯楽業
4.5%3,195不動産業，物品賃貸業
2.8%2,009情報通信業
2.1%1,480運輸業，郵便業
3.4%2,434その他（農業、金融業等）

採択数従業員数
26,0235名未満
36,3075～50名未満
4,67050～100名未満
3,734100名以上

採択数補助額
31,987100万円未満
14,593100万円以上150万円未満
12,175150万円以上300万円未満
11,899300万円以上450万円未満

80450万円

＜地域毎の採択件数＞ ＜業種別の採択件数＞

＜従業員数別採択件数＞ ＜交付額規模毎の採択件数＞
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IT導入補助金 ②取組イメージ
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IT導入補助金 ③補助申請等のフロー
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IT導入補助金 ④事例
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IT導入補助金 ④事例
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p.127

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.128
中小企業省力化投資補助金 概要

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小
企業等に対して、省力化投資を支援する。 これにより、中小企業等の付加価値額
や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とする。

（１）カタログ注文型
清掃ロボット、自動券売機、スチームコンベ
クションオーブン、無人搬送車等の人手不
足解消に効果がある汎用製品を「カタログ
」に掲載し、中小企業等が選択して導入で
きるようにすることで、簡易で即効性があ
る省力化投資を促進する。

（２）一般型
業務プロセスの自動化・高度化やロボット
生産プロセスの改善、デジタルトランスフォ
ーメーション(DX)等、中小企業等の個別
の現場の設備や事業内容等に合わせた設
備導入・システム構築等の多様な省力化投
資を促進する。

枠・類型 補助上限額 ※カッコ内は大幅賃上げを行う場合 補助率

(1) カタログ注文型
5人以下 200万円（300万円）
6～20人 500万円（750万円）
21人以上 1,000万円（1,500万円）

1/2

(2) 一般型

5人以下 750万円（1,000万円）
6～20人 1,500万円（2,000万円）
21～50人 3,000万円（4,000万円）
51～100人  5,000万円（6,500万円）
101人以上 8,000万円（1億円）

1/2
小規模・再生 2/3

※補助金額1,500万円までは 1/2もしくは
2/3、1,500万円を超える部分は1/3

※最低賃金引上げ特例：補助率を2/3に引上げ（小規模・再生事業者は除く。）

随時受付中 受付未発表
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p.129
中小企業省力化投資補助金 (1)カタログ注文型

要件 補助対象経費 補助率 従業員数 補助上限額
(最低金額は、100万円)

補助上限額
(大幅賃上げを行う場合)
(最低金額は、100万円)

人手不足の状態
にある中小企業・
小規模事業者等
であり、客観的に
それを示す証憑
を提示、あるいは
人手不足が経営
課題となっている
旨の申告を行う
事業者

中小企業省力化投資補
助事業の対象とする機
器等の一覧（「カタロ
グ」）」に掲載された機
器を、同じくカタログに
掲載された機器の販売
や導入支援を行う事業
者（「省力化支援事業
者」）から導入する事業
費

1/2

5人以下 200万円 300万円

6～20人 500万円 750万円

21人以上 1,000万円 1,300万円

① 人手不足の状態にある中小企業・小規模事業者等であり、客観的にそれを示す証憑
を提示、あるいは人手不足が経営課題となっている旨の申告を行うこと。

② 補助事業終了後１～３年で付加価値額の従業員一人当たり付加価値額が年率平均
３％以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
（付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費）

③ 賃上げによる補助上限の変更を適用する場合(大幅賃上げを行う場合)は、申請時
点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明すること。交付後に表明してい
ないことが発覚した場合は、補助金の増額分の返還を求める。
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p.130
中小企業省力化投資補助金 (1)カタログ注文型

●申請から事業完了までの流れ

補助事業実施期間
（12ヶ月以内）

効果報告期間
（3年間）

事前準備、応募・交付申請
補
助
額
の
確
定
・補
助
金
の
交
付

事
業
実
績
報
告
の
審
査

補
助
金
の
採
択
・交
付
決
定
、通
知

中
小
機
構
に
よ
る
審
査

効果報告の提出（毎年）

●製品の使用状況

●生産性の向上状況※4

●賃上げ状況

● gBizIDを取得※1

● 製品カタログを参考に、

省力化製品と

販売事業者について検討

●販売事業者と

製品導入の商談

● 生産性向上を目指す

事業計画を策定

省力化製品の導入※3

事業計画の

達成を目指す取り組み

事業実績報告の提出

●導入製品の

設置確認※5

●導入効果の確認

●製品導入・設置の支援

●精算・証憑の確認

販
売
事
業
者
と
共
同
申
請

中小企業の

みなさまの

手続き

販売事業者
のサポート

※1. 申請にはgBizID（アカウント）の取得が必要です。取得には一定期間を要しますので、お早めにお手続きください。※2. 中小企業のみなさまは、販売事業者からメールにて【招待（インビテーション）】していただいた後、専用

フォームからの申請が可能です。※3.購入した製品の売却や転用、破棄などには制限が課され、残存薄価相当額などを返納いただく必要があります。※4. 人員整理・解雇を行っていた場合は、交付決定の取消となる場合があり

ます。※5. 確認できない場合は、交付決定の取消となる場合があります。

※2
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p.131
中小企業省力化投資補助金 (1)カタログ注文型

【申請方法】 補助事業者（中小企業等）と機器を提供するメーカー等が共同で電子申請

【申請書類】
全事業者共通
1 従業員名簿（中小企業判定用） 【指定様式】
2 貸借対照表（前期・前々期） 
3 損益計算書（前期）※個人事業主で白色申告の場合は収支内訳書 
 損益計算書（前々期） 
法人
4 履歴事項全部証明書 発行から3カ月以内のもの 
5 法人税の納税証明書（その2）直近3期分 
6 役員名簿【指定様式】
7 株主 •出資者名簿 【指定様式】
個人事業主
8 確定申告書の控え 第一表 直近1期分 
9 所得税の納税証明書（その2）直近1期分 
人手不足※設問の回答によっていずれかの提出が必要
10 時間外労働時間 【指定様式】
11 従業員減少の確認用 【指定様式】
12 求人募集したことを証明する書類 
大幅な賃上げ対象者
13 最低賃金者の賃金台帳 
省力化計画※販売事業者が添付
14 省力化効果判定シート 【指定様式】
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p.132
中小企業省力化投資補助金 (1)カタログ注文型
【製品カテゴリー】 (2025年3月25日現在)
下記の製品カテゴリーの製品が承認されている。これら以外にも、製品登録数など各製品の工業会などが申請をして、拡大する見込み。

№ 製品カテゴリ名 製品登録数 対象業種 対象業務領域

1-1-1 清掃ロボット 9
飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業、小売業、その他の
事業サービス業、娯楽業、生活関連サービス業、倉庫業、建設
業

清掃業務

1-1-2 配膳ロボット 2 飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業 配膳業務、搬送業務

1-1-3 飲料補充ロボット 1 小売業 飲料補充業務

1-2-1 券売機 48 飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業 注文受付、請求・支払、顧客対応

1-2-2 自動精算機 9 飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業 注文受付、請求・支払、顧客対応

1-2-3 自動チェックイン機 10 宿泊業 受付案内、予約管理、請求・支払、顧客対応

1-3-1 入出金機 0 小売業、宿泊業、飲食サービス業、金融業 精算管理

1-4-1
スチームコンベクション
オーブン

116 宿泊業、飲食サービス業、小売業、製造業 調理、加工・生産

1-4-2 自動フライヤー 0 宿泊業、飲食サービス業、小売業、製造業 調理、加工・生産

1-5-1 タブレット型給油許可システム 15 小売業 給油

1-6-1 自動調色システム 4 サービス業（他に分類されないもの）、小売業 アフターサービス

1-6-2
自動車向け溶接機
（スポット溶接機）

0 自動車整備業 整備・修理

1-6-3
自動車向け溶接機
（パルス制御溶接機）

0 自動車整備業 整備・修理

1-7-1 美容ライト脱毛機器 0 生活関連サービス業 施術

セルフ式ガソリンスタンド向け

自動車整備

美容機器

１．主に非製造業のみを対象とした製品カテゴリ

清掃・配膳ロボット、バックヤード業務サポート

店舗・施設向けセルフ対応型機器

店舗・施設向けバックヤード業務サポート

厨房サポート
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p.133
中小企業省力化投資補助金 (1)カタログ注文型

№ 製品カテゴリ名 製品登録数 対象業種 対象業務領域

2-1-1
食品包覆機（食品包あん機、餃子成
型機等）

11 製造業、小売業、飲食サービス業、宿泊業、卸売業 加工・生産、調理

2-2-1 無人搬送車（AGV・AMR) 23 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫

2-2-2 検品・仕分システム 4 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫

2-2-3 自動倉庫 7 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 保管・在庫管理、入出庫

2-2-4 ピッキングカートシステム 0 製造業、倉庫業、卸売業、小売業、運輸業 保管・在庫管理、入出庫

2-2-5
ラックシステム
（垂直回転ラック）

0 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 資材調達、保管・在庫管理、入出庫

2-2-6
ラックシステム
（移動ラック）

0 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 資材調達、保管・在庫管理、入出庫

2-2-7
ラックシステム
（流動ラック）

0 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 資材調達、保管・在庫管理、入出庫

2-2-8 垂直搬送機（貨物専用） 0 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 資材調達、加工・生産、入出庫

2-2-9 デジタルピッキングシステム 0 製造業、倉庫業、卸売業、小売業、運輸業 保管・在庫管理、入出庫

2-3-1
デジタル紙面色校正装置（グラビア・
紙器パッケージ用デ
ジタルプルーフ）

0 印刷・同関連業 印刷

2-3-2 印刷用紙高積装置 10 印刷・同関連業 印刷

2-3-3 印刷用インキ自動計量装置 6 印刷・同関連業 印刷

2-3-4 産業用枚葉デジタル印刷機 40 印刷・同関連業 印刷

2-3-5 印刷用紙反転機 7 印刷・同関連業 印刷

2-3-6 自動紙折機 1 印刷・同関連業 印刷

2-3-7 印刷物インサーター 1
印刷・同関連業、製造業、倉庫業、卸売業、小売
業、情報サービス業

印刷、加工・生産、梱包・加工、販売・納品、出荷

2-3-8 トムソン加工自動カス取り装置 4 製造業、印刷・同関連業 加工・生産、印刷

2-3-9 丁合機 22 製造業、倉庫業、卸売業，小売業 加工・生産、梱包・加工、出荷、販売・納品

2-3-10 デジタル加飾機 2 製造業 加工・生産

2-3-11 印刷紙面検査装置 24 製造業 検査

2-3-12 段ボール製箱機 5 製造業、小売業、卸売業、倉庫業 加工・生産

2-3-13 産業用デジタルラベル印刷機 2 印刷・同関連業 印刷

2-4-1
近赤外線センサ式
プラスチック材質選別機

0 製造業、廃棄物処理業、卸売業 分別業務

2-5-1 バランサ装置 0
鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、運輸業、倉庫業、
卸売業、小売業、物品賃貸業、廃棄物処理業

搬送業務、加工・生産、入出庫、梱包・加工、施工、施設管理、
処理業務

2-6-1 オートラベラー 11 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 加工・生産、梱包・加工、保管・在庫管理

2-7-1
測量機（自動視準・自動追尾
機能付き高機能トータルステーショ
ン）

27 建設業、専門・技術サービス業 調査・測量、施工、検査

2-7-2 地上型3Dレーザースキャナー 3 建設業、専門・技術サービス業 調査・測量、施工、検査

2-7-3 ＧＮＳＳ測量機（ＲＴＫ） 2 建設業、専門・技術サービス業 調査・測量、施工、検査

2-8-1
マシンコントロール・マシンガイダン
ス機能付ショベル

0 建設業 施工

2-8-2 チルトローテータ付ショベル 0 建設業 施工

2-8-3 －

2-9-1 シンダーコンクリート解体機 1 建設業 施工、解体・撤去

2-10-1
建設現場作業ロボット
（鉄筋組立作業ロボット）

0 建設業 施工

2-10-2 鉄筋自動曲装置 0 建設業 加工・生産

2-11-1 物品貸出管理機 0 製造業 保管・在庫管理

2-12-1 パワーアシストスーツ 0 建設業、運輸業、製造業、倉庫業 運送・運搬、入出庫

建設現場作業

製造業・整備業等向けバックヤード業務サポート

労働負担軽減デバイス

廃棄物分離回収

荷移動・運搬サポート

ラベル貼り付け

測量機器

高機能建設機械

２．非製造業・製造業を対象とした製品カテゴリ

食品機械

物流システム機器

印刷機械、紙加工関連機械

解体機
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p.134
中小企業省力化投資補助金 (1)カタログ注文型

№ 製品カテゴリ名 製品登録数 対象業種 対象業務領域

3-1-1 一本バー搬送ロボット 0 製造業 加工・生産

3-1-2 プレス用多関節ロボット 0 製造業 加工・生産

3-1-3
鍛圧・板金加工用バリ取り装
置

12 製造業 加工・生産

3-1-4 パイプベンダー用投入・排出ロボット 0 製造業 加工・生産

3-1-5
板金機械用材料シート自動
搬入装置

0 製造業 加工・生産

3-1-6 板金機械用材料シート自動搬出装置 0 製造業 加工・生産

3-1-7 プレスブレーキ用金型自動交換装置 1 製造業 加工・生産

3-1-8 コイルライン 0 製造業 加工・生産

3-1-9 プレス間搬送ロボット 0 製造業 加工・生産

3-2-1 鋳物用自動バリ取り装置 4 製造業 加工・生産

3-2-2 鋳造用自動注湯機 0 製造業 加工・生産

3-2-3 鋳造用ブラスト装置 0 製造業 加工・生産

3-2-4
鋳造用自動駆動ミキサー（グ
リッド造型システム）

0 製造業 加工・生産

3-3-1
インライン非破壊検査装置
（内部不良検査）

0 製造業・卸売業 検査

3-3-2
インライン非破壊検査装置
（外部不良検査）

0 製造業・卸売業 検査

3-4-1 5軸制御マシニングセンタ 10 製造業 加工・生産

3-4-2 複合加工機 16 製造業 加工・生産

3-4-3 ツールプリセッター 0 製造業 加工・生産

3-4-4 NC細穴放電加工機 0 製造業 加工・生産

3-5-1 原材料自動計量混合搬送装置 6 製造業 加工・生産

3-6-1 蛍光Ｘ線膜厚測定器 1 製造業 検査

3-7-1 自動裁断機 13 製造業 加工・生産

3-8-1 CNC三次元測定機 0 製造業 検査

プラスチック機械

表面処理

縫製機械

精密測定・品質管理機器

３．製造業のみを対象とした製品カテゴリ（主に加工・生産・検査）

プレス・板金加工用機器

鋳造用機器

非破壊検査装置

工作機械
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p.135
中小企業省力化投資補助金 (2)一般型

省力化補助金の(1)カタログ注文型やものづくり補助金との違い

省力化補助金
(2)一般型

【目的】
生産・業務プロセス等の効率化

【支援対象】
オーダーメイド設備や

個別の現場に応じて組み合わせた
汎用設備、システム等を

導入する事業計画

ものづくり補助金

【目的】
革新的な新製品・サービスの開発

省力化補助金
(1)カタログ注文型

【目的】
生産・業務プロセス等の効率化

【支援対象】
カタログに掲載された

汎用製品の購入
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p.136
中小企業省力化投資補助金 (2)一般型

基本要件

① 労働生産性の年平均成長率が+4.0％以上増加
② 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年

間の年平均成長率以上又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0％以上増加

③ 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等（従業員21名以上の場合の

み）の基本要件を全て満たす3～5年の事業計画に取り組むこと。

※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとします。
※3～5年の事業計画に基づき事業を実施していただくとともに、毎年、効果報告を提出いただき、事業成果を確認します。
※基本要件等が未達の場合、補助金返還義務があります。

その他要件

① 補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化効果が見込まれる事業計画を策定
すること。

② 事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること。
③ ３～５年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。
④ 人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。
※カタログ注文型の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品について、本事業で導入する場合は審査の際に考慮します。

要件 生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化

補助上限 5人以下 750万円（1,000万円）
6～20人 1,500万円（2,000万円）
21～50人 3,000万円（4,000万円）
51～100人 5,000万円（6,500万円）
101人以上 8,000万円（1億円）

補助率 中小企業1/2、小規模・再生2/3 ※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3 補助金額1,500万円を超える部分は1/3

補助対象経費 機械装置・システム構築費（必須）、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費

その他 収益納付は求めません。 対象者は、中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人。

（特例措置）
大幅賃上げ特例（補助上限額を250~2,000万円上乗せ （カッコ内の金額は特例適用後の上限額。 最低賃金引上げ特例
事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。））
①給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
②事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
※上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模区分別の補助上限額との差額について補助金を返還。
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p.137
中小企業省力化投資補助金 (2)一般型

要件 補助対象経費 補助率 従業員数 補助上限額
(最低金額は、100万円)

補助上限額
(大幅賃上げ特例)

(最低金額は、100万円)

生産・業務プ
ロセス、サービ
ス提供方法の
省力化を行う
者

業務プロセスの自
動化・高度化やロ
ボット生産プロセ
スの改善、デジタ
ルトランスフォー
メーション(DX)
等、中小企業等の
個別の現場の設備
や事業内容等に合
わせた設備導入・
システム構築等の
多様な省力化投資

中小企業

1/2

小規模事業者
再生事業者

2/3

※補助金額1,500
万円までは1/2もし
くは2/3 補助金
額1,500万円を超
える部分は1/3

5人以下 750万円 1,000万円

6～20人 1,500万円 2,000万円

21人～50人 3,000万円 4,000万円

51人～100人 5,000万円 6,500万円

101人以上 8,000万円 1億円

（特例措置）
大幅賃上げ特例（補助上限額を上乗せ （最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。））
①給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
②事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
※上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模区分別の補助上限額との差額について補助金を返還。
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p.138

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援
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p.139
省エネルギー投資促進支援事業・需要構造転換支援事業費補助金
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p.140
省エネルギー投資促進支援事業・需要構造転換支援事業費補助金
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p.141
省エネルギー投資促進支援事業費補助金

(Ⅲ)+(Ⅳ)での申請も可能。(Ⅲ)は、複数年度での実施も可能(条件あり)。



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.142
省エネ補助金 (Ⅲ) 設備単位型 対象設備

＜ユーティリティ設備＞
• 【高効率空調】

• 電気式パッケージエアコン、ガスヒートポン
プエアコン、チリングユニット、吸収式冷凍
機、ターボ冷凍機

• 【産業ヒートポンプ】
• 空冷ヒートポンプチラー、循環加温式ヒート

ポンプ、温水ヒートポンプ、熱風ヒートポン
プ、蒸気発生ヒートポンプ、施設園芸用ヒー
トポンプ

• 【業務用給湯器】
• 業務用ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給

湯器

• 【高性能ボイラ】
• 蒸気ボイラ、温水ボイラ

• 【高効率コージェネレーション】
• 【変圧器】

• 油入変圧器、モールド変圧器

• 【冷凍冷蔵設備】
• 冷凍冷蔵庫、冷凍機内蔵形ショーケース、コ

ンデンシングユニット、冷凍冷蔵ユニット

• 【産業用モータ】

• 産業用モータ単体、ポンプ、圧縮機、送風機

• 【制御機能付きLED照明器具】
• 無線式調光制御設備、有線式調光制御設備、

人感・明るさセンサ付調光制御設備

＜生産設備＞
• 【工作機械】

• 旋盤（ターニングセンタ含む）、マシニングセ
ンタ、レーザ加工機、フライス盤、研削盤、歯
車加工機、放電加工機

• 【プラスチック加工機械】
• 射出成形機、押出成形機・ブロー成形機、真

空・圧空成形機

• 【プレス機械】
• サーボプレス、プレスブレーキ、パンチング

プレス(レーザ複合機含む)

• 【印刷機械】
• 印刷機(有版)、デジタル枚葉印刷機、連帳

デジタル印刷機

• 【ダイカストマシン】
• コールドチャンバー、ホットチャンバー

なお、「Ⅱ.電化・脱炭素燃転型」においては、上記の内、①産業用ヒートポンプ 
②業務用ヒートポンプ ③低炭素工業炉 ④高効率コージェネレーション ⑤高
性能ボイラが対象となる。
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p.143
省エネ関連の施策 ～ 省エネ診断

• 「具体的に何をやればよいか分からない」との中小企業の声も多いことから、専門家による
省エネ診断への支援を強化

• 省エネの専門家が中小企業を訪ね、エネルギー使用の改善をアドバイス。省エネ診断を受け
た場合は、省エネ補助金の加点措置を行っており、診断から設備支援まで、一体とした支援
を実施。

• ウォークスルー後、再度面談
で、その場でできる省エネの
アドバイスを実施。
*４割の企業で、費用のかからない
運用改善の提案を実施できている。

• 後日、診断員が、工場ででき
る省エネの余地をまとめた
資料を作成し、中小企業に
提案・説明を実施。

• 工場内をまわり、エネルギー
の使い方を確認。

• 熱エネルギーの活用状況確
認にあ たっては、赤外線画像
等も用いて、うまく活用でき
ていない熱エネルギーの所在
を確認。

• 診断員が、工場のエネルギー
管理者等と面談。

• 工場の設備の仕様や、普段
の設備の使い方を確認し、
ウォークスルーでの重点確
認ポイントをすり合わせる。

①事前アンケート・面談 ②ウォークスルー ③アフターフォロー

省エネ補助金の加点措置

 省エネ診断を実施している民間団体の例

（一財）省エネルギーセンター、特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク、特定非営利活動
法人環境ネットワーク埼玉、一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブ、一般社団法人静岡
県環境資源協会、平井電気株式会社、ダイキン工業株式会社、一般社団法人省エネプラットフォー
ム協会、株式会社ＳＤＴＥＣ、株式会社スターメンテナンスサポート、中国電力株式会社、ＪＦＥ西日本
ジーエス株式会社、四国電力株式会社、三浦工業株式会社、宮地電機株式会社、一般社団法人エネ
ルギーマネジメント協会、特定非営利活動法人沖縄県環境管理技術センター
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p.144
省エネ補助金 採択の状況
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令和4年度の(C）指定設備導入事業 ユーティリティ設備の設備別採択概要

省エネ補助金 令和4年度の状況
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令和4年度の(C）指定設備導入事業 ユーティリティ設備の設備別採択概要

省エネ補助金 令和4年度の状況
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省エネ関連の補助金 ①SHIFT事業

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)
工場・事業場での脱炭素化のロールモデルとなる取組（削減目標の設定、削減計画の策定、設備更新・電化・
燃料転換・運用改善の実施）を支援します

事業のながれ

支援機関の選定
と、支援対象範囲
の合意

支援機関によ
る現状把握と
分析 (「診断報
告書」の作成)

支援機関による、
事業者の意向を踏
まえた「CO2 削
減計画」の策定

事業のながれ

目標年度のCO2排
出量の算定・検証
と、CO2排出量取
引によるCO2削減
目標の達成

「CO2削減計画」の
提出(①の支援事業
で策定したものを活
用できる)

高効率設備や再
ネ設備導入補助
を活用し、「CO2
削減計画」を実行

CO2削減計画策定支援 省CO2型設備更新支援1 2

概要

年間CO2排出量50t以上3000t未満の工場・事業場を保有す

る中小企業等に対し、CO2排出量削減余地の診断および「

CO2削減計画」の策定を支援。

補助率・補助上限額

3/4、補助上限は支援内容により50～100万円
（※DX型計画策定支援は補助上限を100万円増額）

特徴

CO2削減余地診断の経験豊富な「支援機関」が工場・事業場の

現状と課題を整理し、対策の提案を行います。さらに、CO2削

減目標と実施方法を示す「CO2削減計画」の策定を支援します。

概要

「CO2削減計画」に基づく設備更新を支援。

補助率・補助上限額

•A.標準事業：1/3、補助上限1億円

•B.大規模電化・燃料転換事業：1/3、補助上限5億円
•C.中小企業事業：CO2削減量比例型補助、補助上限0.5億円

特徴

高効率設備、電化・燃料転換を伴う設備、再エネ設備など、多様

な設備が対象です。必要に応じて排出量取引等を実施して、着

実に CO2削減目標を達成します。

採択 採択
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工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)

省エネ関連の補助金 ①SHIFT事業

1 CO2削減計画策定支援

■応募要件
年間CO2排出量50t以上3000t未満の工場・事業場を保有する中小企業等※

※ 中小企業等とは、中小企業基本法第2条に定義される中小企業（個人、個人事業主を除く）の他、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人及び学校法
人、社会福祉法人、医療法人、協同組合等、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を得てGAJが適当と認める者を含みます。

※ 支援機関を選定の上、応募してください。

■補助対象
CO2排出量削減余地の診断およびCO2削減計画の策定支援に係る委託料等（人件費、業務費、一般管理費）。交付決定前に発生した経費や
、本事業への申請手続きに係る経費、経常的な運営経費は対象外です。
※DX型計画策定支援では、DXシステム機器及び据付費用も補助対象です。なお、データの維持管理に要する費用（ランニングコスト）は、補助対象外経費となります。

補助率及び補助金の上限額
補助対象経費の4分の3と補助金の上限額のうち、低い額が支給されます。

■成果物

以下の「CO2削減計画」一式
(1)診断報告書：工場・事業場のエネルギー使用量、課題、対策提案等をまとめた報告書（C事業向け支援を除く）
(2)実施計画書：選定した対策のCO2削減効果等をまとめ、実施時期・実施方法を示す計画書
(3)算定報告書：基準年度CO2排出量（過去3年間の平均値、または直近1年間）を算定する報告書

■支援機関

「支援機関」とは、SHIFT事業の①CO2削減計画策定支援において事業者の工場・事業場の脱炭素化に向けた
計画策定を支援する事業者です。SHIFT事業の支援機関として申請及び登録されている事業者のみが「支援
機関」となります。支援機関の情報はSHIFT事業ウェブサイトで公開されています。

【事業連携】優先採択

①CO2削減計画策定支援の採択事業者は、策定した

CO2削減計画を利用することで、②省CO2型設備更新

支援の優先採択枠の対象となります。支援を受けた年

度を含めて4カ年度以内の②省CO2型設備更新支援

に応募できます。

CO2削減計画

「CO2 削減計画」は②省CO2 型設備更

新支援を利用しなくても構いません。他

の補助制度や自主的な取組に活用してく

ださい。

◆DX型計画策定支援とは、工場・事業場へDXシステム（少なくとも１時間ごとにエネル
ギー使用量等を計測・記録できるシステム）を導入し、その計測結果に基づき、運用改善
等を含む実施計画策定の支援を行うもの。

◆A/B事業及びC事業とは、省CO2型設備更新支援のA事業、B事業、C事業のこと。

Ａ/B事業向け支援を受けた場合は、省CO2型設備更新支援A/B事業（またはC事業）の優先採択
枠の対象となる。C事業向け支援を受けた場合は、省CO2型設備更新支援C事業の優先採択枠の
対象となる。

支援内容 診断範囲 補助金の上限額
A/B事業向け支援 事業場全体 100万円

複数システム 100万円
単一システム 60万円

C事業向け支援 機器・設備 50万円
DX型計画策定支援の場合、補助上限が100万円増額となります。
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工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)

省エネ関連の補助金 ①SHIFT事業

(1) エネルギー使用設備機器

高効率化あるいは電化・燃料低炭素化した産業・業務用設備機器や生産設備

(2) エネルギー供給設備機器

再生可能エネルギー発電設備・太陽熱供給設備・コジェネ発電設備
（発電設備、熱供給設備は100%自家消費する場合に限る）

低炭素燃料供給設備お
よび受変電設備

省CO2型設備更新支援2

■応募要件

年間CO2排出量50t以上の工場・事業場に対してCO2削減計画を策定済みである事業者（①CO2削減計画策定支援を利用していなくても、指
定の様式を用いて事業者がCO2削減計画を策定する場合も含みます。）

工場・事業場の所有者と補助対象設備の所有者が異なる場合は、共同申請となります。

■補助対象

以下の対象設備機器の導入・更新に係る経費（工事費、設備費、測量・試験費等）。交付決定前に発生した経費や、既存設備の撤去・移設・廃棄費、
本事業への申請手続きに係る経費、経常的な運営経費は対象外です。

■補助率及び補助金の上限額

※ 要件を満たす場合は、A事業およびB事業の併願可

※  主要なシステム系統とは、工場・事業場に存在する［機器本体+付属設備］を基本とする多様なシステム系統のうち、事業者が主要と考えるシステム系統のこと。対象範囲
を明確にすることを条件に、事業者が任意で定義する。

■排出量取引による着実な目標達成

採択事業者は設備導入が完了した翌年度にあたる削減目標年度のCO2排出量を報告して、CO2排出量実績に相当する排出枠を確保することで
削減目標を達成します。CO2排出量実績に比べ排出枠が不足している場合は、排出量取引（自己負担）によって補填します。この排出量取引ではJ-
クレジット等の外部クレジットも利用できます。（A/B事業とC事業では方法が異なります。）

事業の種類 事業概要 要件 補助率 補助金の上限額

A.標準事業 一定割合以上のCO2を削減する
計画に基づく設備更新を補助

①工場・事業場単位
（年間CO2排出量の削減目標が15%以上）

1/3

1億円②主要なシステム系統
（年間CO2排出量の削減目標が30%以上）

B.大規模電化・
燃料転換事業

大規模な電化・燃料転換を伴う設
備更新を補助

主要なシステム系統で以下のⅰ)～ⅲ）をすべて満たす事業
i) 電化・燃料転換
ii) CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
iii)CO2排出量を30%以上削減

5億円

C.中小企業事業
CO2削減量比例型の設備更新補

助

以下のⅰ）ⅱ）のうちいずれか低い額を補助
ⅰ）年間CO2削減量×法定耐用年数×7,700（円）
ⅱ）補助対象経費の1/2 0.5億円
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業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 (脱炭素ビルリノベ事業)
既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援

省エネ関連の補助金 ②脱炭素ビルリノベ事業

「高効率空調」「、制御機能付きLED照明器具｣の導入により、一次エ

ネルギー消費量が省エネルギー基準から

用途に応じて30%又は40%以上削減されること。

2 高効率設備の導入

1 外皮の高断熱化

「断熱窓」、「断熱材」の導入により、

改修後の外皮性能BPIを1.0以下にすること。

※なお改修前の外皮性能BPIが既に1.0以下の場合は、

外皮の高断熱化は必須ではございません。

※なお改修前の外皮性能BPIが既に1.0以下の場合は、

40％または50％以上の削減が必要となります。

パッケージエアコンセ

ントラル空調等

制御機能付き

LED照明器具
LED照明器

具制御装置

等

高効率空調

断熱窓

ガラス交換

内窓設置 等

断熱材

グラスウール

硬質ウレタンフォーム等

設備費と工事費

に係る費用の 

1/2～1/3に

相当する定額を

支援します
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業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 (脱炭素ビルリノベ事業)
既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援

省エネ関連の補助金 ②脱炭素ビルリノベ事業
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※１ ZEB基準の水準の省エネ性能：一次エネルギー消費量が省エネルギー
基準から、用途に応じて30％又は40％程度削減されている状態。

※2 改修前のBPIが1.0以下の建築物は用途に応じ40%又は50％以上

①業務用建築物の脱炭素改修加速化支援事業
既存建築物の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の

導入を促進するため、設備補助を行う。

■主な要件：改修後の外皮性能BPIが1.0以下となってい
ること及び一次エネルギー消費量が省エネルギー基準か
ら用途に応じて30％又は40％程度以上※２削減されるこ
と（ホテル・病院・百貨店・飲食店等：30%、事務所・学校
等：40%）、BEMSによるエネルギー管理を行うこと等

■主な対象設備：断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効
率照明等（設備によりトップランナー制度目標水準値を超
えるもの等、一定の基準を満たすものを対象とする。）

■補助額：改修内容に応じて定額又は補助率1/2～1/3
相当等

②業務用建築物の脱炭素改修加速化支援に係る
データ管理・分析等の支援業務

本補助事業により改修した建築物に関するデータの管理・分析等を
行う。

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 (脱炭素ビルリノベ事業)
既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援

省エネ関連の補助金 ②脱炭素ビルリノベ事業

省エネルギー基準から、

用途に応じて30％又は40％程度以上削減



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.153

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に
基づいて行う販路開拓等の取組を支援

事業再構築補助金

新市場進出（新分野展開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編、国内
回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の
挑戦を支援

中小企業新事業進出促進補助金
(新事業進出促進補助金)

中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業へ
の進出にかかる設備投資等を支援援。

ものづくり･商業･サービス
生産性向上促進補助金

(ものづくり補助金)

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援

中小企業成長加速化補助金
(成長加速化補助金)

売上高100億円を目指す、成長志向型の中小企業へ、大胆な設備投
資を支援

IT導入補助金
業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の
導入費用を支援

中小企業省力化投資補助金
(省力化補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足
に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援

省エネルギー投資促進支援事業補助金、
省エネルギー投資促進・需要構造転換

支援事業費補助金

(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資す
る機器及び設備の導入に要する経費を補助することにより、各部門
の省エネルギーを推進し、安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の
構築を図る

事業承継・M&A補助金
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際して
の設備投資や、Ｍ＆Ａ・PMI の専門家活用費用等を支援



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.154
事業承継・M&A補助金 ①概要

５年以内に事業承継を予定している場合の設備
投資等に係る費用を補助します

事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用（原状
回復費・在庫処分費等）を補助します

※廃業・再チャレンジ枠は、事業承継促進枠・専門家活用枠・事
業統合投資類型と併用できます

M&A後の経営統合（ＰＭＩ）に係る費用（専門家
費用、設備投資等）を補助します

M&A時の専門家活用に係る費用（フィナンシ
ャル・アドバイザー（FA）や仲介に係る費用※、
表明保証保険料等）を補助します

※FA・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録
されたFA・仲介業者による支援に係る費用のみ補助対象です

事業承継促進
枠

廃業・
再チャレンジ

枠

ＰＭＩ推進
枠

専門家活用
枠
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事業承継・M&A補助金 ①概要

事業承継促進枠 専門家活用枠 ＰＭＩ推進枠 廃業・再チャレンジ枠

要
件

５年以内に親族内承継又は
従業員承継を予定している
者

補助事業期間に経営資源を
譲り渡す、又は譲り受ける者

M&Aに伴い経営資源を譲り
受ける予定の中小企業等に係
るPMIの取り組みを行う者

事業承継やM&Aの検討・
実施等に伴って廃業等を
行う者

補
助
上
限

800～1,000万円※

※一定の賃上げを実施する場合
、補助上限を1,000万円に引き
上げ

買い手支援類型：
600～800万円※１、

2,000万円※２

売り手支援類型：
600～800万円※１

※1：800万円を上限に、 DD
費用の申請する場合 200万
円を加算
※2：100億企業要件を満たす
場合

PMI専門家活用類
型：150万円
事業統合投資類型：
800～1,000万円
※一定の賃上げを実施する場合、
補助上限を1,000万円に引き上
げ

150万円※

※事業承継促進枠、専門 家活
用枠、事業統合投資類型と併用
申請する場合は、それぞれの補
助上限に加算

補
助
率

1/2・2/3※

※中小企業者等のうち、小規模
事業者に該当する場合：2/3

買手支援類型：

1/3・1/2、2/3※１

売手支援類型：

1/2・2/3※２

※1:100億企業要件を満たす場
合：1,000万円以下の部分は1/2
、 1,000万円超の部分は1/3
※2 ①赤字、②営業利益率の低下
(物価高影響等）のいずれかに該当
する場合

PMI専門家活用類型：

1/2
事業統合投資類型：

1/2・2/3※

※中小企業者等のうち、小規模
事業者に該当する場合：2/3

1/2・2/3※

※事業承継促進枠、専門家
活用枠、事業統合投資類型
と併用申請す
る場合は、各事業における事
業費の補助率に従う

対
象
経
費

設備費、産業財産権等関
連経費、謝金、旅費、外
注費、委託費 等

謝金、旅費、外注費、委
託費、システム利用料、
保険料

設備費、外注費、委託費
等

廃業支援費、在庫廃棄
費、解体費、原状回復
費、リースの解約費、移
転・移設費用（併用申請の
場合のみ）
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p.156
事業承継・M&A補助金 ①概要
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事業承継・M&A補助金 ②事例   フラワーカドヤ(福井県)

生花・観葉植物のサブスクリプションサービス体制の構築による販路拡大事業

■事業承継の実施目的・経緯
お花はお家に飾るもの、季節を
感じるものとして古くから愛さ
れてきた。近年、人々は様々な社
会問題を抱え、日々のストレスや
不安を抱きながら過ごしている。
そんな日々の不安を和らげ癒し
を与えるお花の持つ力で、フラ
ワーカドヤは「花のある暮らし
を」提案し皆様にやすらぎ・幸せ
を提供し続けていきたい。しかし、
昨年から蔓延している新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、店舗
売上が激減しており、このままで
は事業継続が困難になる可能性
があった。一方で、ご自宅やご贈
答にお花を楽しみたいと考える
方もおられるため、新たなイベン
トを考え、花き農家を巻き込んだ、
生花の需要拡大のチャンスであ
るとも考えた。こうした新たな取
り組みを行うため、事業承継を
行った。

■実施した内容
店舗内にサブスクリプションサービス用のスペースを整備し、本店の魅せる展示
の一部としても役立て、販売促進につながるよう整えた。来店型及び展示型の店
舗として、人目を集めていきたい。また、中心街に立地する店舗のショールーム
化を図った。これにより弊社のブランド価値を高め、生花の需要拡大策の促進及
びサブスクリプションサービスの強化とあわせた販路拡大を図っていく。

■補助事業対象経費 外注費100% 2021年10月本店リニューアルオープン。

花・植木小売業(売上:1億円未満、従業員数:10人以下) 前代表:91歳、承継者・現代表:32歳 親族内承継

■補助事業の効果
現在のコロナ禍の外出自粛により消費者ニー
ズの高まっている、観葉植物を中心としたサ
ブスクリプションサービスの強化により、既存
事業の景気や来店客数に大きく左右される
店舗販売とは異なり、新事業では定期的な売
上の確保及び販路の拡大を図り、事業の収益
体制の改善を図ることが可能となった。また、
福井市内の中心街に立地する店舗のショー
ルーム化も行い、花のある暮らしや楽しむ習
慣づくりを地道に根付かせていくことにより、
長期的な販売促進を図っていく。

■今後の展望
コロナ禍により生花小売需要が減少する一方、在宅時間の増
加に伴う室内向け観葉植物のニーズや、緑に癒しを求める
ニーズは高まっている。生花・観葉植物のサブスクリプション
サービス体制の構築と、店舗ショールーム化及び新たな販売
促進により、市場ニーズ獲得を図る。
法人を対象とした商品開発、品目数の拡充、店舗のショー
ルーム化による魅せる展示やブランド価値の向上等による
様々な点からの差別化による利益の向上をねらう。
生花・観葉植物のサブスクリプションサービス体制の構築と
全国の花き生産者と連携した新たな販売促進を行う中で、安
定した生花・観葉植物の提供及び売り上げの拡大はもちろん、
地域の生産者及び全国の生産者の所得増にも貢献し、生活
文化の振興を図っていく。

(事業承継・M&A補助金ホームページ等より)
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p.158
事業承継・M&A補助金 ②事例   まつうら電器(石川県)

街の家電・新家電のホームドクター整備事業

■事業承継の実施目的・経緯
 金融機関からの紹介にて事業承継引継ぎセン
ターのアドバイスを受けて現代表が元気なうちに
事業承継を行うことの必要性を認識した。事業
承継引継ぎセンターのアドバイスを受け、現代表
者が元気なうちに事業承継を行うことの必要性
を認識した
 取引金融機関「興能信用金庫高浜支店」から案
内を受け、「石川県事業承継・引継支援センター」
の指導により「事業承継計画書」を作成する（令
和3年10月作成）

＜早期承継理由＞
創業者である現社長の経営ノウハウを承継者へ
伝承していく必要性・固定客、外部連携者（メー
カー系列店会、取引金融機関、商工会、同業者団
体組合、会計事務所等）とのコミュニケーションを
とる必要性がある。

■実施した内容
ネットを活用したサービスの展開ができるような設備に変更。さらに、店舗内
で、パソコン・スマホ教室を開催できる環境を整備。
代表者交代を行い円滑な引継ぎが行えるように外部連携者に協力を仰いだ。
固定客及び新規顧客に対して代表者交代したことを周知した。

■補助事業対象経費 設備費100%

■補助事業の効果
新規顧客から家電製品に対しての問い合わせが増加した。来店客が増加した。

■今後の展望
現役世代にネットを活用した情報発信、販路の拡大、高齢者に情報発信、パソ
コン・スマホ教室を開催し顧客満足を一番に考え、「お客様の困ったことを解
決する」をモットーに街の電気屋さんとして安心・安全で迅速なサービスを提
供する。
新規顧客を固定客として出来るようにお客様に安心・安全なサービスを提供
していきます。

電気機械器具小売業(売上:1億円未満、従業員数:5人以下) 前代表:75歳、承継者・現代表:40歳 親族内承継
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p.159
事業承継・M&A補助金 ②事例 令和元年度補正予算

経営承継補助金事例集より
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事業承継・M&A補助金 ②事例
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p.161
事業承継・M&A補助金 ②事例
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事業承継・M&A補助金 ②事例 令和2年度補正予算

経営資源引継ぎ補助金事例集より
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事業承継・M&A補助金 ②事例



© 株式会社道家経営･法務事務所

p.164

補助金実施フォローアップ編
(小規模事業者持続化補助金の場合)

【参考】
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採択後の補助事業の案内

https://r3.jizokukahojokin.info/saitakuinfo
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p.166
採択後のステップとフォローアップ

採択される 交付される 実施する 報告する 検査される 確定される 請求する 入金される

期限までに支払や報告をしないと、
補助金は支払われない!

補助事業実施期限 |

報告期限 |

支出毎に、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、
領収書、預金通帳の該当部分の写し、事前事後の証
拠写真等の必要な証拠書類の提出が必要です。

精算払請求を提出。

事業効果報告

1年毎に、事業の効果や設備等の使用
状況等についての報告が必要です。

終了後毎年(5年間等)

事業効果報告 事業効果報告 事業効果報告事業効果報告

補助事業の完了年度の後、
5年間は帳簿保存。

設備等の処分は一定期間に
ついて、承認が必要。
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p.167
採択後のステップとフォローアップ ～実施から報告・申請まで～

見積書
発注書
契約書

納品書
完了報告書
完了確認書

請求書
通帳の
コピー

納品物
の写真
(事前事後)

配布先
リスト
(配布物)

受払簿
(開発費用)

事業実施期限

業者
選定

理由書

銀行振込
のみ

採択日 交付決定日

実績
報告書
経費支出管
理表および
支出内訳書

銀行振込
のみ
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採択後のステップとフォローアップ ～事業実施報告書～
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採択後のステップとフォローアップ ～事業実施報告書～
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採択後のステップとフォローアップ ～実施報告書[経費支出管理表]～
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事業に、暮らしに、まちに、元気を
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